
法
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迹
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は
じ
め
に

本
論
で
は
、
前
号
に
引
き
続
き
、
法
崇
述
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』（
大
正
蔵
一
八
〇
三
番
、
法
崇
疏
）
に
つ
い

て
訳
注
を
行
う
。
前
号
で
は
、
①
教
起
因
縁
分
の
証
信
序
の
う
ち
（
※
拙
論
訳
注
㈠
末
の
シ
ノ
プ
シ
ス
表
参
照
）、
第
五
の
処

成
就
ま
で
を
終
え
た
の
で
、
今
号
で
は
、
第
六
の
衆
成
就
か
ら
始
め
、
教
起
因
縁
分
末
ま
で
の
訳
注
を
行
い
た
い
。
そ
の

訳
注
を
行
う
過
程
で
、
法
崇
疏
が
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
経
論
を
め
ぐ
っ
て
、
い
く
つ
か
の
注
意
す
べ
き
傾
向
が
看
取
さ
れ

た
の
で
、
以
下
二
点
を
付
記
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、衆
成
就
「
千
二
百
五
十
人
」
の
注
釈
に
つ
い
て
は
、問
答
部
分
を
含
め
て
、『
金
剛
般
若
経
疏
』（
大
正
蔵
二
七
四
一
番
）

と
対
応
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。『
金
剛
般
若
経
疏
』
と
は
、
敦
煌
出
土
のPelliot.

二
三
三
〇
番
を
原
本
と
す
る
著
者

不
明
の
注
釈
書
と
さ
れ
る１
。
法
崇
疏
で
は
、『
金
剛
般
若
経
疏
』
に
つ
い
て
言
及
せ
ず
、
ま
た
引
用
の
体
裁
を
取
ら
な
い

法
崇
述
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』
訳
注
㈣
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も
の
の
、「
千
二
百
五
十
人
」
か
ら
「
標
初
会
所
度
故
無
余
也
」
ま
で
の
二
五
三
字
分
は
、
使
用
さ
れ
る
術
語
も
含
め
て
、

ほ
ぼ
『
金
剛
般
若
経
疏
』
と
一
致
し
て
い
る２
。
前
の
拙
論
に
お
い
て
も
、『
金
剛
般
若
経
疏
』
と
の
対
応
箇
所
が
見
受
け

ら
れ
た
こ
と
か
ら３
、法
崇
疏
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
少
な
か
ら
ず『
金
剛
般
若
経
疏
』と
の
影
響
関
係
が
想
定
さ
れ
る
。
今
後
、

『
金
剛
般
若
経
疏
』
と
の
関
係
性
に
も
注
視
し
な
が
ら
、
法
崇
疏
の
読
解
と
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。

次
に
、
法
崇
疏
は
、
仏
陀
波
利
訳
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
』（
大
正
蔵
九
六
七
番
）
の
注
釈
書
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
を

補
強
す
る
た
め
に
、
地
婆
訶
羅
訳
を
援
用
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
地
婆
訶
羅
に
は
、『
仏
頂
最
勝
陀
羅
尼
経
』（
大

正
蔵
九
六
九
番
）、『
最
勝
仏
頂
陀
羅
尼
浄
除
業
障
呪
経
』（
大
正
蔵
九
七
〇
番
）
と
い
う
二
訳
が
現
存
す
る
が
、
そ
の
い
ず
れ

も
が
本
論
の
範
囲
中
で
用
い
ら
れ
て
い
た
（
本
論
の
注
33
と
注
93
参
照
）。
前
訳
本
の
素
性
は
、
比
較
的
明
ら
か
な
の
に
対

し４
、
後
訳
本
に
は
、
他
訳
に
類
を
見
な
い
記
述
が
増
広
さ
れ
、
訳
出
状
況
に
つ
い
て
も
不
詳
な
部
分
が
多
い
も
の
で
あ
る

が５
、
法
崇
疏
で
は
後
訳
本
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
取
意
引
用
し
て
い
た
。

初
に
畜
生
を
受
く
。
第
二
に
地
獄
の
苦
を
受
く
。
第
三
に
人
身
を
受
く
。
第
四
に
貧
賤
に
生
じ
、
胎
に
処
す
と
も
両

目
無
き
な
り
。
若
し
広
く
因
縁
を
説
か
ん
と
欲
せ
ば
、
婆
羅
門
有
り
て
、
善
住
の
過
去
の
因
中
、
母
に
於
て
瞋
を
起

し
て
報
を
得
た
り
と
述
ぶ
。
別
に
抄
記
す
る
が
如
し６
。

引
用
中
で
は
、
善
住
天
子
が
死
後
、
畜
生
・
地
獄
等
の
身
を
受
け
る
原
因
と
し
て
、
過
去
世
で
母
に
瞋
心
を
起
こ
し
た

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
因
縁
に
唯
一
言
及
す
る
の
が
地
婆
訶
羅
の
後
訳
本
、
す
な
わ
ち
『
最
勝
仏
頂
陀
羅

尼
浄
除
業
障
呪
経
』
な
の
で
あ
る７
。
本
疏
の
撰
述
に
あ
た
り
法
崇
は
、
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
に
関
わ
る
諸
訳
・
類
本
を
ど
れ
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ほ
ど
参
照
し
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

法
崇
述
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』
訳
注
（
高
基
本
・
上
巻
三
三
丁
左
～
、『
卍
続
蔵
経
』
三
七
巻

一
九
〇
丁
左
～
、　
『
大
正
蔵
』
三
九
巻
一
〇
二
〇
頁
中
段
～
）

【
①
―
一
―
六　

衆
成
就
】　

経
に
曰
く
、「
与
大
苾
芻
衆
千
二
百
五
十
人
倶
（
大
苾
芻
衆
千
二
百
五

十
人
と
倶
な
り
き
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
次

に
第
六
の
衆
成
就
に
当
つ
。
亦
た
三
種
有
り
。
一
に
声
聞
衆
を
顕
し
、
二
に
菩
薩
衆
を
顕
し
、
三
に
諸
天
衆
を
顕
す
。

且
く
第
一
に
声
聞
衆
と
は
、
即
ち
「
大
苾
芻
衆
千
二
百
五
十
人
と
倶
な
り
き
」
と
い
う
是
れ
な
り
。
今
は
先
に
声
聞
を

顕
し
、
後
に
菩
薩
を
彰
す
。「
与と
　

」
と
言
う
は
、
自
を
以
て
彼
を
兼
ぬ
る
が
故
に
、
言
い
て
「
与
」
と
為
す
。

「
大
」
と
言
う
は
、
群
を
抜
き
て
衆
に
超
え
た
る
が
為
の
故
に
、
言
い
て
「
大
」
と
為
す
。
又
、「
大
」
と
言
う
は
、
梵

に
「
摩
訶８
」
と
云
う
。
摩
訶
は
、此
れ
（
卍
続
蔵
本

一
九
一
左
）
大
と
言
う
な
り
。
三
蔵
の
義
を
具
す
。
一
に
大
、二
に
多
、三
に
勝
な
り
。

「
大
」
と
言
う
は
、
小
声
聞
に
非
ず
。
天
王
・
人
王
・
大
人
の
為
に
供
養
す
る
所
な
り
。
又
、
八
義
の
故
に
「
大
」
と
名

づ
く
。
一
は
数
大
、
千
二
百
等
な
り
。
二
は
名
大
、
名
称
の
遠
く
聞
こ
え
れ
ば
な
り
。
三
は
徳
大
、
大
阿
（
高
基
本
・
上

巻
三
四
丁
右
）
羅

漢
の
故
な
り
。
四
は
離
大
、
大
障
礙
を
断
ず
る
が
故
な
り
。
五
は
性
大
、
功
徳
智
慧
波
羅
蜜
多
の
種
性
の
故
な
り
。
六
は

識
大
の
故
に
、
大
人
所
識
の
故
な
り
。
七
は
趣
大
、
大
菩
提
に
廻
向
す
る
が
故
な
り
。
八
は
敵
大
、
能
く
外
道
を
破
す
る

が
故
な
り
。
多
と
言
い
、
勝
と
言
う
は
、
八
義
を
具
す
れ
ば
な
り
。

文
中９

に
「
苾
芻
」
と
言
う
は
、
其
れ
に
三
義
有
り
。
一
に
怖
魔
、
二
に
乞
士
、
三
に
破
悪
な
り
。
怖
魔
と
言
う
は
、
出
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家
を
為
す
時
、
上
、
魔
宮
を
動
じ
、
下
、
群
品
を
利
す
。
魔
怖
を
以
て
の
故
に
。
故
に
怖
魔
と
名
づ
く
。

乞
士
と
言
う
は
、
四
邪
命C

を
離
れ
ん
が
為
の
故
に
乞
士
と
言
う
。
四
邪
命
と
言
う
は
、
一
に
下
口
食
と
は
、
湯
薬
を
合

和
し
、果
実
を
種
植
し
、所
得
の
利
養
を
為
し
、已
り
て
自
ら
身
に
供
う
。
名
づ
け
て
下
口
食
と
為
す
。
二
に
仰
口
食
と
は
、

星
宿D
を
仰
ぎ
、
吉
凶
を
占
相
し
、
所
得
の
利
養
を
為
し
、
以
て
自
ら
身
に
供
う
。
名
づ
け
て
仰
口
食
と
為
す
。
三
に
方
口

食
と
は
、
諂
曲E

・
両
口F

・
巧
説
・
多
端G

を
為
し
、（
高
基
本
・
上

巻
三
四
丁
左
）
国
の
為
に
使
命
し
、
以
て
利
養
を
得
て
、
自
ら
身
に
供
う
。

方
口
食
と
名
づ
く
。
四
に
維
口
食
と
は
、誦
咒
し
て
龍
を
禁
じ
、鳥
を
縛
す
。
維
口
食
と
名
づ
く
。
此
の
四
種
の
邪
を
離
れ
、

活
命
を
求
む
る
が
故
に
乞
士
と
名
づ
く
。

破
悪
と
言
う
は
、
智
慧
の
剣
を
撝ふ
る

い
て
煩
悩
の
賊
を
殺
す
。
故
に
破
悪
と
名
づ
く
。
斯
れ
に
三
義
を
具
す
る
が
故
に
比

丘
と
名
づ
く
。
比
丘
と
言
う
はH
、
道
を
処
々
に
慕
い
、
常
に
宝
錫
を
持
し
、
僧
の
肅
々
と
し
て
明
珠
を
護
る
が
如
く
な
る

に
依
り
、
食
を
乞
い
て
門
を
巡
り
、
寒
暑
を
侵
し
て
物
を
利
す
。
灰
を
披か
ぶ

り
、
服
を
攘み
だ

し
、
霜
雪
を
履
ん
で
以
て
衆
生
を

度
す
。
皆
な
能
く
魔
軍
を
降
伏
し
、
外
道
を
摧
折
す
。
所ゆ

え以
に
果
を
殺
賊
と
名
づ
け
、
因
を
怖
魔
と
号
す
。
応
供I

の
声
は

十
方
を
震
わ
し
、
度
人
の
名
は
三
界
に
流
る
。
解
脱
の
床
に
し
て
同
じ
く
坐
し
、
涅
槃
の
山
に
以
て
斎
し
く
登
る
。
四
趣J

を
拯
い
て
胞
胎
を
絶
ち
、
五
焼K

に
背
き
て
寂
滅
に
帰
す
。
斯
の
三
義
を
具
す
る
が
（
大
正
蔵
本

一
〇
二
一
）
故
に
厥そ
　

れ
比
丘
と
号
す
。

「
千L

二
百
五
十
人
」
と
言
う
は
、『
律
』
及
び
『
因
果
経
』
に
説
く
。
仏
、（
高
基
本
・
上

巻
三
五
丁
右
）
初
め
て
成
道
し
て
憍
陳
如･

摩

訶
男･

婆
提･

婆
敷･

阿
湿
卑
等
の
五
人M

を
度
し
た
ま
う
。
次
に
優
楼
頻
螺
迦
葉N

の
衆
、
五
百
人
を
度
し
、
伽
耶
迦
葉
・

那
提
迦
葉O

の
二
衆
、
各
二
百
五
十
人
を
度
し
た
ま
う
。
次
に
舎
利
弗
・
目
乾
連P

の
二
衆
、
各
一
百
人
を
度
し
、
次
に
耶
舎
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長
者
子Q

等
の
二
百
五
十
人
を
度
し
た
ま
う
。
総
合
し
て
一
千
二
百
五
十
人
有
りR

。
大
数
を
挙
ぐ
る
が
故
に
唯
だ
爾
所
な
る

の
み
。

問
う
、
何
ぞ
余
を
標
せ
ず
し
て
、
但
だ
此
等
を
挙
ぐ
る
や
。
答
え
て
曰
く
、
名
徳
は
高
遠
に
し
て
、
常
に
仏
に
随
う
が

故
な
り
。
皆
な
先
に
外
道
に
し
て
、
邪
を
捨
て
正
に
帰
す
る
が
故
な
り
。『
毘
婆
沙
論
』
に
云
く
、
四
義
の
故
を
説
く
。

一
に
皆
な
是
れ
婆
羅
門
種
の
浄
行
、
出
家
を
以
て
の
故
な
り
。
二
に
皆
な
是
れ
上
々
善
来
の
得
戒S

を
以
て
の
故
な
り
。
三

に
皆
な
是
れ
大
阿
羅
漢
を
以
て
の
故
な
り
。
四
に
皆
な
是
れ
五
師
の
大
門
徒T

を
以
て
の
故
な
り
。
又
、『
賢
劫
定
意
経
』

の
説
に
準
ず
る
に
、
釈
迦
、
初
会
の
説
経
、
一
千
（
高
基
本
・
上

巻
三
五
丁
左
）
二
百
五
十
人
の
比
丘
、
皆
な
道
の
証
を
得
た
りU

。
経
中
に

且
く
初
会
の
所
度
を
標
す
る
が
故
に
余
無
し
。

経
に
曰
く
、「
又
与
諸
大
菩
薩
僧
万
二
千
人
倶
（
又
、
諸
大
菩
薩
僧
の
万

二
千
人
と
倶
な
り
き
）」
と
は
、（
卍
続
蔵
本

一
九
二
右
）
述
し
て
曰
く
、
此
れ
即
ち
第
二
に

菩
薩
衆
を
顕
す
。
菩
薩
と
言
う
は
、『
仏
地
論
』
に
依
り
て
云
わ
ば
、
菩
と
は
菩
提
、
薩
と
は
薩
埵
な
り
。
菩
提
と
は
所

求
の
果
、
薩
埵
と
は
能
求
の
人
な
り
。
能
と
所
を
双
べ
て
挙
ぐ
る
が
故
に
菩
薩
と
云
う
。
又
、『
仏
地
論
』
に
云
くV

、
其

れ
に
三
種
有
り
。
一
に
菩
提
、
二
に
薩
埵
、
三
に
菩
提
薩
埵
な
り
。
菩
提
と
言
う
は
、
漢
に
云
く
、
名
づ
け
て
覚
と
為
す
。

覚
と
は
是
れ
所
求
の
果
な
り
。
薩
埵
と
言
う
は
、
漢
に
有
情
と
名
づ
く
。
是
れ
能
く
菩
提
を
求
む
る
人
な
り
。
菩
提
薩
埵

と
は
、
名
づ
け
て
勇
猛
と
為
す
。
亦
た
精
進
と
名
づ
く
。
故
に
菩
提
薩
埵
と
言
う
。
若
し
具
足
の
梵
語
な
ら
ば
、
応
に
摩

訶
菩
提
薩
埵W

と
言
う
べ
し
。（
高
基
本
・
上

巻
三
六
丁
右
）
摩
訶
と
言
う
は
大
な
り
。
菩
提
と
言
う
は
是
れ
覚
な
り
。
薩
は
是
れ
一
切
な
り
。

埵
は
是
れ
有
情
な
り
。
総
摂
し
て
大
覚
一
切
有
情
と
名
づ
く
。
今
は
翻
訳
家
の
意
、
省
略
の
故
に
菩
薩
と
言
う
。
菩
薩
と
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は
形
を
六
種
の
列X

に
垂
れ
て
、高
く
十
方
に
讃
じ
、彩
を
二
空
に
集
め
て
五
道
に
度
す
。
是
れ
を
以
て
智
力
は
煩
悩
を
壊
し
、

三
毒
の
雲
は
消
す
。
慧
炬
は
無
明
を
破
し
、
四
魔
は
殄
こ
と
ご
とく
滅
す
。
上
方
・
下
方
の
内
、
我
が
大
師
に
帰
す
。
有
形
・
無
形

の
流
、
咸
く
皆
な
伏
膺
す
。
功
徳
の
名
、
遠
く
略
言
す
べ
し
。

問
う
、
何
が
故
に
菩
薩
衆
を
列
す
る
やY

。
答
え
て
曰
く
、
三
義
有
る
が
故
な
り
。
一
は
阿
難
の
聞
経
、
信
ず
べ
き
を
証

せ
ん
と
欲
す
。
阿
難
、
若
し
小
乗
の
人
と
共
に
大
乗
の
法
を
聞
か
ば
、
未
だ
信
ず
べ
き
に
足
ら
ず
。
今
、
菩
薩
と
与
に
同

じ
く
聞
き
て
信
ず
べ
し
。
二
は
仏
、
小
乗
人
の
囲
繞
を
為
す
も
、
其
の
徳
、
未
だ
重
か
ら
ず
。
大
乗
人
の
翼
従
せ
ば
、
仏

徳
も
方
に
尊
し
。
三
は
是
れ
大
乗
経
を
顕
さ
ん
と
欲
す
。
声
聞
を
以
て
、（
高
基
本
・
上

巻
三
六
丁
左
）
位
は
初
め
に
菩
薩
衆
無
き
も
、
観
音
・

大
勢
・
普
賢
・
文
殊
等
を
上
首
と
為
す
な
り
。
此
れ
則
ち
第
二
の
菩
薩
衆
を
顕
し
竟
ん
ぬ
。

第
三
に
諸
天
衆
を
顕
す
と
は
、
日
照
三
蔵
の
本Z

を
案
ず
る
に
、
忉
利
・
梵
摩
・
善
吒
・
梵
魔[

有
り
て
上
首
と
為
す
。
此

れ
則
ち
広
略
同
じ
か
ら
ず
、
有
無
相
似
す
。
上
来
、
六
段
不
同
有
り
と
雖
も
、
総
じ
て
証
信
序
を
明
か
し
竟
ん
ぬ
。
此
れ

よ
り
已
下
は
発
起
序
な
り
。

【
①　

教
起
因
縁
分　

二
、
発
起
序
】

経
に
曰
く
、「
爾
時
三
十
三
天
於
善
法
堂
会
有
一
天
子
名
曰
善
住
（
爾
の
時
に
三
十
三
天
の
善
法
堂
会
に
於
て

一
天
子
有
り
、
名
づ
け
て
善
住
と
曰
う
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、

第
二
の
発
起
序
な
り
。
其
の
文
勢
を
詳つ
ま
び
　ら
か
に
せ
ば
、大
節
両
段
な
り
。
第
一
は
善
住
の
請
、第
二
は
帝
釈
の
請
な
り
。「
爾

時
三
十
三
天
（
爾
の
時
に

三
十
三
天
）」
已
下
、「
云
何
令
我
得
免
斯
苦
（
云
何
が
我
を
し
て
斯
の
苦
を

免
る
る
こ
と
を
得
し
め
ん
や
）」
に
至
る
は
、
是
れ
善
住
の
請
な
り
。「
爾

A
C
B
A
D
B
A
E
B
A
F
B
A
B
A
H
B
A
I
B
A
J
B
A
K
B
A
L
B
A
M
B
A
N
B
A
O
B
A
P
B
A
Q
B
A
R
B
A
S
B
A
T
B
A
U
B
A
V
B
A

W
B
A
X
B
A
Y
B
A
Z
B
A
[
B
A
\
B
A
]
B
A
^
B
A
_
B
A
`
B
A
a
B
A
b
B
A
c
B
A
d
B
A
e
B
A
f
B
A
g
B
A
h
B
A
i
B
A
j
B
A
k

B
A
l
B
A
m
B
A
n
B
A
o
B
A
p
B
A
q
B
A
r
B
A
s
B
A
t
B
A
u
B
A
v
B
A
w
B
A
x
B
A
y
B
A
z
B
A
{
B
A
|
B
A
}
B
A
~
B
A
C
B

A
D
B
A
E
B
A
F
B
A
G
B
A
H
B
A
I
B
A
J
B
A
K
B
A
L
B
A
M
B

円え
ん
じ
き測
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時
帝
釈
聞
（
高
基
本
・
上

巻
三
七
丁
右
）
是
語
已
甚
大
驚
愕
（
爾
の
時
に
帝
釈
、
善
住
天
子
の
語
を

聞
き
已
て
、
甚
だ
大
い
に
驚
愕
し
）」
已
下
、「
具
如
上
説
（
具
に
は
上
に

説
く
が
如
し
）」
に
至
る
は
、
是

れ
帝
釈
の
請
な
り
。

今
は
先
ず
善
住
の
請\

を
明
か
し
、
後
に
帝
釈
の
請
を
明
か
す
。
善
住
の
請
と
言
う
中
、
十
段
の
文
有
り
。
第
一
は
標
処

顕
名
（
処
を
標
し
て
名
を
顕
す
）、
第
二
は
大
天
遊
戯
（
大
天
は
遊
戯
す
）、
第
三
は
受
諸
快
楽
（
諸
の
快
楽
を
受
く
）、
第
四
は

空
声
告
期
（
空
声
は
期
を
告
ぐ
）、
第
五
は
示
所
生
界
（
所
生
の
界
を
示
す
）、
第
六
は
正
顕
受
身
（
正
し
く
受
身
を
顕
す
）、
第

七
は
善
住
驚
怖
（
善
住
は
驚
怖
す
）、
第
八
は
疾
往
帝
釈
（
疾
く
帝
釈
に
往
く
）、
第
九
は
重
述
前
言
（
重
ね
て
前
言
を
述
ぶ
）、

第
十
は
希
垂
救
済
（
救
済
を
垂
れ
ん
こ
と
を
希
う
）
な
り
。

此
れ
則
ち
第
一
に
標
処
顕
名
（
処
を
標
し
て
名
を
顕
す
）
と
は
、
其
れ
に
三
意
有
り
。
一
は
標
天
、
二
は
示
処
、
三
は
顕

名
な
り
。
初
に
標
天
と
言
う
は
、『
倶
舎
』『
楼
炭]

』
等
の
経
に
依
り
て
之
を
述
ぶ
れ
ば
、
其
れ
三
十
三
天
と
は
、
須
弥
山

の
頂
に
住
す
。
其
の
山
は
大
海
の
中
心
、
金
輪^

の
上
に
在
り
。
高
さ
十
六
万
踰Q

那_

、
海
に
入
る
は
八
万
、
水
よ
り
出
る

も
亦
た
然
な
り
。
四
宝
の
所
成
に
し
て
北
・
東
・
南
・
西
、
金
・
銀
・
吠
琉
璃`

・（
卍
続
蔵
本

一
九
二
左
）
頗
胝
迦a

な
り
。
威
（
高
基
本
・
上

巻
三
七
丁
左
）

徳
の
光
色
、
贍
部
洲b

に
顕
わ
る
。
空
は
吠
琉
璃
色
と
作
す
。

復
た
七
金
山
有
り
て
七
重
に
囲
繞
す
。
一
一
の
山
は
皆
な
水
に
入
り
、
八
万
踰Q

那
な
り
。
下
は
金
輪
に
拠
り
、
上

は
地
際
に
踰こ
　

ゆ
。
其
の
第
一
の
金
山
は
海
よ
り
出
て
高
さ
四
万
踰Q
那
、
第
二
の
金
山
は
海
よ
り
出
て
高
さ
二
万
、

第
三
の
金
山
は
海
よ
り
出
て
一
万
、
第
四
の
金
山
の
金
山
は
海
よ
り
出
て
高
さ
五
千
、
第
五
の
金
山
は
海
よ
り
出
て
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高
さ
二
千
五
百
、
第
六
の
金
山
は
海
よ
り
出
て
高
さ
一
千
二
百
五
十
踰Q

那
、
第
七
の
金
山
は
海
よ
り
出
て
高
さ

六
百
二
十
五
踰Q

那
等
な
り
。
一
一
の
山
間
に
皆
な
小
海
有
り
。
其
の
金
山
の
頂
に
金
剛
樹
有
り
。
并
び
に
夜
刃
神c

有

り
て
止
住
す
。

金
山
の
外
に
香
酔
山d

有
り
。『
楼
炭
経
』
に
云
く
、
香
山
の
高
さ
は
五
百
由
旬
な
りe

と
。『
立
世
阿
毘
曇
論
』
に
云
く
、

七
種
の
畜
生
王
有
り
、
中
に
於
て
止
住
すf

と
云
云
。『
倶
舎
論
』
に
云
く
、（
高
基
本
・
上

巻
三
八
丁
右
）
香
山
の
南
に
無
熱
悩
池g

有
り
。
池

の
南
に
大
雪
山
有
りh

と
。『
楼
炭
経
』
に
云
く
、
雪
山
は
二
十
五
由
旬
有
りi

と
。
雪
山
の
南
に
九
重
の
黒
山
有
り
。
一
一

の
間
に
無
量
の
地
獄
有
り
。

九
重
の
黒
山j

の
南
は
、
名
づ
け
て
南
閻
浮
提
と
為
す
。
山
の
西
は
西さ
い
く
　
だ
　
に
　

瞿
陀
尼
と

k

名
づ
け
、
山
の
北
は
鬱う
つ
た
ん
え
つ

單
越
とl

名
づ
け
、

山
の
東
は
東と
う
ほ
つ
ば
　
だ
い

弗
婆
提
とm

名
づ
く
。

其
れ
須
弥
山
と
は
、『
倶
舎
論
』
に
云
く
、
高
さ
十
六
万
踰Q

那
、
四
宝
の
所
成
な
り
。
東
面
は
白
、
南
面
は
吠
琉
璃
、

西
面
は
頗
胝
迦
、
北
面
は
黄
金
な
り
。
皆
な
宝
の
色
を
逐
て
、
形
、
空
に
現
ず
。
所
以
に
南
閻
浮
提
、
吠
琉
璃
色
と
作
すn

と
。

『
楼
炭
経
』
に
云
く
、
其
の
山
の
四
面
に
各
お
の
大
海
有
り
。
一
一
の
大
海
中
に
各
お
の
一
大
龍
宮
有
り
。
其
の
龍
に
具

さ
に
四
生
有
り
、
卵
・
湿
・
胎
・
化
な
り
。
大
海
の
外
、
金
山
の
側
に
各
お
の
一
樹
有
り
。
樹
は
倶
梨
睒

o

と
名
づ
く
。
高

さ
四
千
里
、
枝
葉
枎
疏p

に
し
て
（
高
基
本
・
上

巻
三
八
丁
左
）一
千
里
を
蔭
得
す
。
東
枝
に
卵
生
の
金
翅
鳥q

の
王
宮
有
り
。
七
宝
の
所
成
な
り
。

毎
に
東
枝
よ
り
下
り
て
大
海
中
に
入
り
、
卵
生
の
龍
を
取
り
て
之
を
食
ら
う
。
倶
梨
睒
樹
の
南
枝
の
上
に
湿
生
の
金
翅
鳥

の
王
宮
有
り
。
亦
た
七
宝
を
以
て
の
所
成
な
り
。
南
枝
よ
り
下
り
て
大
海
中
に
入
り
、
卵
・
湿
の
二
生
の
龍
を
取
り
て
之
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を
食
ら
う
。
倶
梨
睒
樹
の
西
枝
に
胎
生
の
金
翅
鳥
の
王
宮
有
り
。
亦
た
七
宝
の
所
成
な
り
。
西
枝
よ
り
下
り
て
大
海
中
に

入
り
、
卵
・
湿
・
胎
の
三
生
の
龍
を
取
り
て
之
を
食
ら
う
。
倶
梨
睒
樹
の
北
枝
に
化
生
の
金
翅
鳥
の
王
宮
有
り
。
亦
た
七

宝
を
以
て
の
所
成
な
り
。
北
枝
よ
り
下
り
て
大
海
中
に
入
り
、
卵
・
湿
・
胎
・
化
の
四
生
の
龍
を
取
り
て
之
を
食
ら
う
。

唯
だ
十
二
大
龍
王
有
り
て
、
金
翅
鳥
王
の
所
食
を
被
ら
ずr

と
。

『
倶
舎
論
』
に
云
く
、
其
の
山
に
四
の
層
級
有
り
。（
大
正
蔵
本

一
〇
二
二
）
一
一
の
層
級
、
相
い
去
る
こ
と
万
踰Q

那
な
り
。
第
一

層
の
上
に
堅
手
金
剛
山
有
り
て
（
高
基
本
・
上

巻
三
九
丁
右
）
住
し
、
第
二
層
の
上
に
持
鬘
金
剛
山
有
り
て
住
し
、
第
三
層
の
上
に
恒
嬌
金

剛
山
有
り
て
住
し
、
第
四
層
の
上
に
四
天
王
宮
有
る
こ
と
を
明
か
すs

と
。『
倶
舎
論
』
に
云
く
、
東
面
に
提
頭
頼
吒
天
王

宮t

有
り
、
南
面
に
毘
楼
勒
叉
天
王
宮u

有
り
、
西
面
に
毘
楼
博
叉
天
王
宮v

有
り
、
北
面
に
毘
沙
門
天
王
宮w

有
りx

と
。『
楼
炭
経
』

に
云
く
、
其
の
四
大
天
王
宮
城
、
各
各
、
皆
な
七
宝
所
成
の
七
重
の
城
壁
、
七
重
の
行
樹
を
以
て
す
。
其
の
城
の
四
面
に

各
各
、（
卍
続
蔵
本

一
九
三
右
）
皆
な
宝
池
有
り
。
黄
金
の
所
成
な
りy

と
。

『
倶
舎
論
』
に
云
く
、
身
長
五
百
尺
、
寿
命
五
百
年
な
り
。
四
大
王
天
よ
り
上
、
迥は
る

か
に
高
き
こ
と
四
万
踰Q

に
し
て

須
弥
頂
に
至
る
。
縦
広
は
八
万
踰Q

那
、
其
の
地
は
坦
然
に
し
て
黄
金
の
所
成
な
り
。
百
一
の
雑
宝
を
も
て
之
を
瑩
飾
す

る
こ
と
兜と

　
ら
　
め
ん

羅
綿
の

z

如
く
、
足
に
随
い
て
高
下
す
。
中
に
大
城
有
り
、
名
づ
け
て
善
見
と
曰
う
。
其
の
城
の
壁
、（
高
基
本
・
上

巻
三
九
丁
左
）

七
宝
の
所
成
な
り{

と
。『
楼
炭
経
』
に
云
く
、
金
壁
銀
門
、
銀
壁
金
門
な
り
。
其
の
城
の
四
面
、
面
広
は
二
千
五
百
踰Q

那
、

周
匝
は
高
さ
一
踰Q

那
な
り
。
此
の
城
の
中
に
大
殿
有
り
、
名
づ
け
て
殊
絶
と
曰
う
。
種
種
の
妙
宝
を
以
て
荘
厳
を
具
足

す
る
が
故
に
殊
絶
殿
と
名
づ
く
。
其
の
殿
の
四
面
、
面
広
は
二
百
五
十
踰Q
那
、
周
匝
は
一
千
踰Q

那
、
高
さ
一
踰Q



―52―

那
半
な
り
。
即
ち
是
れ
帝
釈
所
居
の
殿
な
り
。
其
の
城
の
四
面
、
外
に
各
お
の
一
苑
有
り
。
苑
の
辺
に
池
有
り
。
各
お
の

妙
池
と
曰
う
。
縦
広
は
二
千
踰Q

那
な
り
。
是
れ
諸
天
遊
戯
の
処
な
り
。
苑
の
外
、
東
北
に
樹
有
り
、
名
づ
け
て
円
生
と

曰
う
。
高
さ
百
踰Q

那
に
し
て
五
十|

踰Q

那
を
蔭
う
。
盤
は
五
踰Q

那
な
り
。
若
し
風
無
き
時
、
周
遍
す
る
こ
と
五
十

踰Q
那
な
り}

と
。

問
う
て
曰
く
、「
樹
は
五
十
踰Q

那
を
蔭
え
ば
、
云い
か
ん何
が
能
く
百
踰Q

那
を
動
ず
る
や
。
答
え
て
曰
く
、
若
し
風
に
順

じ
て
動
ず
る
時
、
即
ち
（
高
基
本
・
上

巻
四
〇
丁
右
）
百
踰Q

那
を
得
。
若
し
風
無
き
時
、
只
だ
五
十
踰Q

那
に
遍
ず
る
の
み
。
何
を
以
て

の
故
に
、
当
樹
の
下
と
為
る
が
故
に
。
此
れ
即
ち
第
一
の
標
天
な
り
。

示
処
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
善
法
堂
会
な
り
。
善
法
堂
は
、
此
の
城
の
外
、
西
南
の
角
に
堂
有
る
を
名
づ
け
て
善
法
と

曰
う
。
諸
天
は
此
に
於
て
互
い
に
衆
生
善
悪
の
事
を
論
ず
る
こ
と
を
為
す
が
故
な
り
。
故
に
善
法
堂
と
名
づ
く
。
諸
天
は

毎
月
十
五
日
、
中
に
於
て
互
い
に
一
切
衆
生
の
如
法
、
不
如
法
の
事
を
論
ず
。
若
し
善
を
造
る
こ
と
を
聞
か
ば
、
諸
天
は

歓
喜
し
て
即
ち
言
く
、「
我
等
、
天
衆
は
漸
漸
に
熾
盛
し
て
、
修
羅
は
減
少
す
」
と
。
若
し
衆
生
の
悪
を
造
ら
ば
、
諸
天

は
愁
苦
し
て
即
ち
言
く
、「
天
衆
は
減
少
し
て
、
修
羅
は
増
長
す~

」
と
。『
提
謂
経
』
に
云
く
、「
一
年
の
中
の
三
覆C

八
挍D

、

毎
月
の
六
奏
に
は
六
斎E

を
為
す
な
りF

」
と
。『
智
度
論
』
に
云
く
、
月
の
八
日
に
は
四
天
王
・
太
子
の
下
り
、
十
四
日
に

は
四
天
王
の
下
り
、
十
五
日
に
は
帝
釈
の
自
ら
下
り
、
二
十
三
日
に
は
（
高
基
本
・
上

巻
四
〇
丁
左
）
太
子
の
下
り
、
二
十
九
日
に
は
四
天

王
の
下
り
、
三
十
日
に
は
帝
釈
の
自
ら
下
る
。
各
各
の
諸
鬼
神
は
、
罪
福
を
抄
録
し
て
天
曹
に
上
奏
す
。
天
帝
、
三
十
三

天
善
法
堂
に
於
て
内
参
議
と
与
に
互
い
に
如
法
、
不
如
法
の
事
を
論
ず
。
若
し
福
を
作
せ
ば
、
名
は
福
録
に
入
り
、
精
進
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の
士
と
為
さ
ば
、
増
寿
の
益
を
算か
ぞ

う
。
各
お
の
善
神
に
勅
し
て
之
を
擁
護
せ
し
む
。
若
し
罪
を
作
さ
ば
、
名
は
四し

　R

け
つ

の

G

下

に
入
り
、
地
獄
の
蔵
に
付
き
、
算
え
て
寿
命
を
減
ず
。
諸
悪
鬼
、
常
に
其
の
便
を
求
む
。
此
れ
即
ち
示
処
な
り
。

顕
名
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
一
天
子
有
り
、
名
づ
け
て
善
住
と
曰
う
。
即
ち
此
の
天
内
、
是
れ
一
の
天
数
な
り
。
帝
釈

所
中
の
四
方
各
八
に
し
て
三
十
二
天
有
り
。『
倶
舎
論
』
に
云
く
、
此
の
天
の
身
長
は
半
倶
盧
舎H

、
即
ち
一
千
尺
な
りI

と
。

『
楼
炭
経
』
に
曰
く
、
此
の
天
、
白
色
な
りJ

と
。『
倶
舎
論
』
に
云
く
、
寿
命
は
千
歳
な
り
。
人
間
の
一
百
年
は
、
彼
の
天

の
一
日
一
夜
な
り
。
還
て
三
十
日
を
以
て
一
月
と
為
す
。
十
二
（
高
基
本
・
上

巻
四
一
丁
右
）
月
を
も
て
一
年
と
為
す
。
是
の
如
き
歳
数
日

月
に
し
て
、
寿
命
一
千
歳
な
りK

と
。
中
品
の
十
善L

を
修
め
て
、
即
ち
其
の
中
に
生
ず
。

（
卍
続
蔵
本

一
九
三
左
）
経
に
曰
く
、「
与
諸
大
天
遊
於
園
観
又
与
大
天
受
勝
尊
貴
与
諸
天
女
前
後
囲
繞
歓
喜
遊
戯
（
諸
の
大
天
と
与
に
園
観
に
遊

び
、
又
、
大
天
と
与
に
勝
尊
貴

を
受
け
、
諸
の
天
女
の
前
後
囲

繞
す
る
と
与
に
歓
喜
遊
戯
す
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第
二
の
大
天
遊
戯
（
大
天
は
遊
戯
す
）
な
り
。『
楼
炭
経
』
に
云
く
、
此
れ

善
見
大
城
の
城
外
、四
面
に
各
お
の
一
園
有
り
。
城
東
は
麁
悪
苑
と
名
づ
け
、城
南
は
衆
車
苑
と
名
づ
け
、城
西
は
雑
林
苑
、

城
北
は
戯
林
苑
な
り
。
城
の
四
面
に
於
て
此
の
四
苑
有
りM

と
。

城
東
の
麁
悪
苑
と
言
う
は
、
中
に
於
て
闘N

戦
の
身
、
即
ち
麁
大
な
る
が
故
に
麁
悪
苑
と
名
づ
く
。
七
宝
を
以
て
の
所
成

な
り
。
苑
中
に
樹
有
り
、
香
樹
・
衣
樹
・
瓔
珞
樹
・
宝
器
樹
・
楽
樹
・
飯
食
樹
と
名
づ
く
。
若
し
香
を
須も
と

む
る
時
、
樹
下O

に
之
を
索
め
ば
、
即
ち
（
高
基
本
・
上

巻
四
一
丁
左
）意
に
随
い
て
多
少
を
得
。
若
し
瓔
珞
を
須
む
る
に
、瓔
珞
樹
下
に
向
か
い
之
を
索
め
ば
、

即
ち
得
る
こ
と
前
に
準
ず
。
若
し
宝
器
を
須
む
る
に
、
宝
器
樹
下
に
至
り
之
を
索
め
ば
、
即
ち
得
る
こ
と
前
に
準
ず
。
若
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し
飯
食
を
須
む
る
に
、其
の
飯
食
樹
下
に
至
り
之
を
索
め
ば
、即
ち
意
に
随
い
て
得
。
然
る
に
諸
天
の
食
に
其
れ
三
種
有
り
。

上
福
徳
の
者
、飯
色
即
ち
白
な
り
。
中
福
徳
の
者
、飯
色
即
ち
赤
な
り
。
下
福
徳
の
者
は
、飯
色
即
ち
変
じ
て
青
色
と
為P

る
。

楽
器
を
須
む
る
時
、
即
ち
楽
樹
下
に
於
て
之
を
意
に
随
い
て
取
る
。
苑
中
に
池
有
り
。
七
宝
を
以
て
荘
厳Q

す
。
二
の
金
鼓

有
り
。

是
れ
三
十
三
天
の
遊
喜
城
南
の
衆
車
苑R

は
、中
に
於
て
衆
車
、遊
戯
す
。
馬
車S

は
一
千
な
り
。
亦
た
七
宝
を
以
て
荘
厳
す
。

亦
た
香
樹
・
衣
樹
・
瓔
珞
樹
有
り
、
亦
た
七
宝
池
有
り
、
亦
た
三
の
金
臺
有
り
、
以
て
荘
厳
を
為
す
こ
と
倍
ま
す
ま
す前
に
勝
る
。

城
西
の
雑
林
苑
は
、
荘
厳
す
る
こ
と
上
の
如
く
、
倍
前
に
勝
る
。
城
北
の
戯
林
苑
は
、
諸
（
高
基
本
・
上

巻
四
二
丁
右
）
樹
有
り
、
亦
た
宝

池
有
り
。
池
中
に
亦
た
三
の
金
臺
有
り
。
種
種
の
荘
厳
、
倍
前
に
勝
る
。

是
の
如
き
四
苑
は
、
是
れ
帝
釈
及
び
三
十
三
天
子
、
諸
彩
女
と
与
に
、
中
に
於
て
遊
戯
し
快
楽
を
受
く
。
自
余
の
小
天
、

輒た
や
す
　く
入
る
こ
と
を
得
ず
。
故
に
「
与
諸
大
天
遊
戯
於
園
観
（
諸
の
大
天
と
与

に
園
観
に
遊
び
）」
と
云
う
。
自
余
の
小
天
、
四
苑
の
外
に
於
て
天

の
快
楽
を
受
く
。

経
に
曰
く
、「
種
種
音
楽
共
相
娯
楽
受
諸
快
楽
（
種
種
の
音
楽
、
共
に
相
い
娯

楽
し
て
諸
の
快
楽
を
受
く
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第
三
の
受
諸
快
楽
（
諸
の

快
楽
を
受
く
）、
な
り
。『
楼
炭
経
』
に
曰
く
、
此
の
天
、
楽
樹
の
下
に
於
て
一
切
楽
器
を
取
り
、
相
い
娯
楽
し
快
楽
を
受

くT

と
。

経
に
曰
く
、「
爾
時
善
住
天
子
即
於
夜
分
聞
有
声
言
善
住
天
子
却
後
七
日
命
将
欲
尽
（
爾
の
時
に
善
住
天
子
は
、
即
ち
夜
分
に
於
て
声
有
り
て

言
う
こ
と
を
聞
く
。
善
住
天
子
よ
、
却
て
後
七
日
に
し
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て
命
は
将
に
尽

き
ん
と
欲
す
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第
四
の
空
声
告
期
（
空
声
は
期
を
告
ぐ
）
な
り
。
文
中
に
二
意
有
り
。
初
は
定
時
、
後

は
告
限
な
り
。

（
高
基
本
・
上

巻
四
二
丁
左
）
定
時
と
言
う
は
、
即
ち
此
の
日
の
初
夜
分
に
於
て
な
り
。
告
限
と
は
、
却
て
後
七
日
に
し
て
命
、
将
に
尽

き
ん
と
欲
す
る
な
り
。
問
う
て
曰
く
、
此
の
天
、
自
ら
光
明
有
り
て
日
月
に
藉
ら
ざ
る
に
、
云
何
が
経
に
初
夜
分
の
時

と
云
う
や
。
答
え
て
曰
く
、
此
の
天
、
当
に
光
明
有
り
て
昼
夜
に
異
無
く
、
日
月
を
要
せ
ざ
る
べ
し
。
但
だ
華
開
き
鳥

鳴
く
を
以
て
昼
と
為
し
、
華
合
し
鳥
静
な
る
を
以
て
夜
と
為
す
。
初
夜
分
の
時
と
云
う
は
、
即
ち
是
れ
華
合
し
鳥
静
な

る
時
な
り
。

告
期
と
い
う
は
、
即
ち
是
れ
却
て
後
七
日
に
命
、
将
に
尽
き
ん
と
欲
す
る
な
り
。
問
う
て
曰
く
、
諸
天
、
死
を
欲
す
る
に
、

何
ん
が
相
貎
有
り
や
。
答
え
て
曰
く
、
其
れ
両
種
有
り
。
一
に
は
小
の
五
衰
相
現
じ
、
二
に
は
（
高
基
本
・
上

巻
四
三
丁
右
）
大
の
五
衰
相

現
ず
。
小
の
五
衰
相
と
言
う
は
、『
倶
（
大
正
蔵
本

一
〇
二
三
）
舎
論
』
に
云
く
、「
一
に
は
衣
服
は
皆
な
非
愛
（
卍
続
蔵
本

一
九
四
右

）
の
声
を
出
す
。

二
に
は
身
光
は
昧
劣
す
。
三
に
は
水
滴
は
身
を
沾
す
。
四
に
は
情
は
一
境
に
滯
る
。
五
に
は
眼
睛
は
瞬
動
す
る
な
り
。
若

し
此
の
小
の
五
衰
相
現
ず
と
も
、
未
だ
必
ず
定
ん
で
死
せ
ず
。
若
し
大
の
五
衰
相
現
ぜ
ば
、
必
ず
当
に
定
ん
で
死
す
べ

しU

」
と
。
大
の
五
衰
相
と
は
、『
大
因
果
経
』
に
曰
く
、「
一
に
は
頭
上
の
華
は
萎
む
。
二
に
は
腋
下
の
汗
は
出
づ
。
三
に

は
臭
気
は
身
に
入
る
。
四
に
は
本
座
を
楽
し
ま
ず
。
五
に
は
眼
睛
は
瞬
動
すV

」
と
。
此
の
相
現
ず
る
時
、
必
ず
定
ん
で
当

に
死
ぬ
べ
し
。
此
の
経
に
文
無
し
と
雖
も
、
義
に
準
ず
る
に
有
る
に
合
せ
り
。
応
に
更
に
之
を
詳つ
ま
び
　ら
か
に
す
べ
し
。
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経
に
曰
く
、「
命
終
之
後
生
贍
部
洲
（
命
終
の
後
、
贍

部
洲
に
生
じ
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第
五
の
示
所
生
界
（
所
生
の
界
を
示
す
）
な
り
。

贍
部
洲
と
言
う
は
、『
倶
舎
論
』
に
依
り
て
云
く
、「
須
弥
山
の
南
に
在
り
。
山
を
度こ
　

え
て
香
酔
山
有
り
。
香
酔
山
の
南
に

大
雪
山
有
り
。
雪
山
の
北
、
香
山
の
南
に
無
熱
悩
池
有
り
。
池
の
側
に
林
有
り
、
贍
部W

と
曰
う
。
其
の
樹
は
高
大
に
し
て
、

其
の
果
は
甘
美
な
り
。
此
の
林
に
依
る
が
故
な
り
。
故
に
贍
部
洲
と
名
づ
くX

」
と
。

『
楼
炭
経
』
に
云
く
、「
須
弥
山
の
南
は
、
南
閻
浮
提
と
名
づ
く
。
山
の
西
は
、
西
瞿
耶
尼
と
名
づ
く
。
山
の
北
は
、

（
高
基
本
・
上

巻
四
三
丁
左
）
北
鬱
単
越
と
名
づ
く
。
山
の
東
は
、東
弗
婆
提
と
名
づ
く
。
南
閻
浮
提
と
言
う
は
、広
長
二
十
八
万
里
に
し
て
、

上
は
闊ひ
ろ

く
下
は
狭
し
。
六
万
の
山
陵
、
五
百
の
大
河
有
り
。
人
寿
は
一
百
二
十
歳
な
り
。
五
戒
を
持
つ
者
は
、
即
ち
人
中

に
生
ず
る
こ
と
を
得
。
其
の
身
長
は
三
肘
、
或
い
は
四
肘
な
り
。
初
時
は
長
命
、
劫
末
は
極
短
に
し
て
下
は
十
歳
に
至
る
。

西
瞿
耶
尼
と
言
う
は
、
広
長
三
十
二
万
里
に
し
て
、
形
は
正
円
の
如
し
。
受
命
は
二
百
五
十
歳
な
り
。
下
下
品
の
十
善
を

修
し
て
、
其
の
中
に
生
ず
る
こ
と
を
得
。
身
長
は
十
六
肘
な
り
。
鬱
單
越
と
言
う
は
、
広
長
四
十
万
里
に
し
て
、
地
は
正

方
な
り
。
寿
命
は
千
歳
な
り
。
下
上
品
の
十
善
を
修
し
て
、
其
の
中
に
生
ず
る
こ
と
を
得
。
身
長
は
三
十
三
肘
な
り
。
東

弗
婆
提
と
言
う
は
、
広
長
三
十
六
万
里
に
し
て
、
其
の
地
は
半
月
形
の
如
し
。
寿
命
は
五
百
歳
な
り
。
下
中
品
の
十
善
を

修
し
て
、
其
の
中
に
生
ず
る
こ
と
を
得
。
身
長
は
八
肘
な
り
。
此
の
贍
部
洲
は
、
即
ち
是
れ
四
天
下
の
（
高
基
本
・
上

巻
四
四
丁
右
）
一
数

な
りY

と
。

経
に
曰
く
、「
受
七
返
畜
生
身
即
受
地
獄
苦
従
地
獄
出
希
得
生
人
身
生
於
貧
賤
処
於
母
胎
即
無
両
目
（
七
返
畜
生
の
身
を
受
く
。
即

ち
地
獄
の
苦
を
受
く
。
地
獄
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よ
り
出
で
て
希
に
人
身
に
生
ず
る
こ
と
を
得
と
も

貧
賤
に
生
じ
、
母
胎
に
処
す
と
も
即
ち
両
目
無
し
）」
と
は
、述
し
て
曰
く
、第
六
の
正
顕
受
身
（
正
し
く
受
身
を
顕
す
）
な
り
。
文
中
に
四
有
り
。

初
に
畜
生
を
受
く
。
第
二
に
地
獄
の
苦
を
受
く
。
第
三
に
人
身
を
受
く
。
第
四
に
貧
賤
に
生
じ
、
胎
に
処
す
と
も
両
目
無

き
な
り
。
若
し
広
く
因
縁
を
説
か
ん
と
欲
せ
ば
、
婆
羅
門
有
り
て
、
善
住
の
過
去
の
因
中
、
母
に
於
て
瞋
を
起
し
て
報
を

得
た
り
と
述
ぶ
。
別
に
抄
記
す
る
が
如
しZ

。

経
に
曰
く
、「
爾
時
善
住
天
子
聞
此
声
已
即
大
驚
怖
身
毛
皆
竪
愁
憂
不
楽
（
爾
の
時
に
善
住
天
子
、
此
の
声
を
聞
き
已
て
即
ち
大
い
に

驚
怖
し
、
身
毛
は
皆
な
竪
ち
、
愁
憂
し
て
楽
し
か
ら
ず
）」
と
は
、

述
し
て
曰
く
、
第
七
の
善
住
驚
怖
（
善
住
は
驚
怖
す
）
な
り
。

経
に
曰
く
、「
速
疾
往
詣
天
帝
釈
所
悲
啼
号
哭
惶
怖
無
計
頂
礼
（
高
基
本
・
上

巻
四
四
丁
左
）
帝
釈
二
足
尊
已
（
速
疾
に
天
帝
釈
の
所
に
往
詣
し
て
、
悲
啼

号
哭
し
て
惶
怖
す
る
も
計
無
し
。
帝
釈
二

足
尊
を
頂
礼

し
已
り
て
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第
八
の
疾
往
帝
釈
（
疾
く
帝
釈
に
往
く
）
な
り
。

経
に
曰
く
、「
白
帝
釈
言
聴
我
所
説
我
与
諸
天
女
共
相
囲
繞
受
諸
快
（
卍
続
蔵
本

一
九
四
左
）
楽
聞
有
声
言
善
住
天
子
却
後
七
日
命
将

欲
尽
命
終
之
後
生
贍
部
洲
七
返
受
畜
生
身
受
七
身
已
即
堕
諸
地
獄
従
地
獄
出
希
得
人
身
生
貧
賤
家
而
無
両
目（
帝
釈
に
白
し
て
言

く
、
我
が
説
く
所
を

聴
き
た
ま
え
。
我
れ
諸
の
天
女
と
共
に
相
い
囲
繞
せ
ら
れ
て
諸
の
快
楽
を
受
く
る
に
、
声
有
り
て
言
う
こ
と
を
聞
く
。
善
住
天
子
よ
、
却
て
後
七
日
に
命
、
将
に
尽
き
ん
と
欲
す
。
命

終
の
後
、
贍
部
洲
に
生
じ
て
七
返
畜
生
の
身
を
受
く
。
七
身
を
受
け
已
ら
ば
、
即
ち
諸
の
地
獄
に
堕
す
。
地
獄
よ
り
出
で
て
希
に
人
身
を
得
と
も
、
貧
賤
の
家
に
生
じ
て
両
目
無
し

）」
と
は
、

述
し
て
曰
く
、
第
九
の
重
述
前
言
（
重
ね
て
前
言
を
述
ぶ
）
な
り
。

経
に
曰
く
、「
云
何
令
我
得
免
斯
苦
（
云
何
が
我
を
し
て
斯
の
苦
を
免

る
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
や
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第
十
の
希
垂
救
済
（
救
済
を
垂
れ

ん
こ
と
を
希
う
）
な
り
。

上
来
、
十
段
の
不
同
有
り
と
雖
も
、
総
じ
て
是
れ
第
一
に
善
住
天
子
、
世
尊
の
説
を
請
う
。
此
れ
よ
り
已
下
、
即
ち
是
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れ
天
帝
釈
、
世
尊
の
説
を
請
う
な
り
。

（
高
基
本
・
上

巻
四
五
丁
右
）
経
に
曰
く
、「
爾
時
帝
釈
聞
善
住
天
子
語
已
甚
大
驚
愕
（
爾
の
時
に
帝
釈
は
、
善
住
天
子
の
語
を

聞
き
已
り
て
、
甚
だ
大
い
に
驚
愕
し
て
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、

第
二
の
帝
釈
の
請
な
り
。
此
の
天
帝
釈
の
請
に
十
段
の
経
文
有
り
。
第
一
に
聞
之
驚
愕
（
之
を
聞
き
て
驚
愕
す
）、
第
二
に

思
受
何
身
（
何
ん
が
身
を
受
く
と
思
う
）、
第
三
に
入
定
諦
観
（
定
に
入
り
諦
か
に
観
ず
）、
第
四
に
具
知
所
受
（
具
さ
に
受
く
る

所
を
知
る
）、
第
五
に
痛
傷
心
腑
（
心
腑
を
痛
傷
す
）、
第
六
に
師
仰
如
来
（
師
は
如
来
を
仰
ぐ
）、
第
七
に
帝
釈
持
供
（
帝
釈
は

供
を
持
す
）、
第
八
に
詣
聖
恭
敬
（
聖
に
詣
で
恭
敬
す
）、
第
九
に
広
献
仏
前
（
広
く
仏
前
に
献
ず
）、
第
十
に
具
聞
七
返
（
具
さ

に
七
返
を
聞
く
）
な
り
。
此
れ
即
ち
第
一
に
聞
之
驚
愕
（
之
を
聞
き
て
驚
愕
す
）
な
り
。

経
に
曰
く
、「
即
自
思
惟
此
善
住
天
子
受
何
七
返
悪
道
之
身
（
即
ち
自
ら
思
惟
す
、
此
の
善
住
天
子
は
、

何
ん
が
七
返
悪
道
の
身
を
受
け
ん
や
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第

二
の
思
受
何
身
（
何
ん
が
身
を
受
く
と
思
う
）
な
り
。

経
に
曰
く
、「
爾
時
帝
釈
須
臾
静
住
入
定
諦
観
（
爾
の
時
に
帝
釈
は
須
臾
に
静
住

し
、
定
に
入
り
て
諦
か
に
観
ず
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第
三
の
入
定
諦
観
（
定

に
入
り
諦
か
に
観
ず
）
な
り
。

（
高
基
本
・
上

巻
四
五
丁
左
）
経
に
曰
く
、「
即
見
善
住
天
子
当
受
七
返
悪
道
之
身
所
謂
猪
狗
野
干
獼
猴
蟒
蛇
鳥
鷲
等
身
食
諸
穢
悪
不
浄
之

物
（
即
ち
見
る
に
、
善
住
天
子
、
当
に
七
返
悪
道
の
身
を
受
く
と
。
所
謂
る
猪
・
狗
・
野

干
・
獼
猴
・
蟒
蛇
・
鳥
・
鷲
等
の
身
に
し
て
諸
の
穢
悪
・
不
浄
の
物
を
食
ら
う
べ
し
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第
四
の
具
知
所
受
（
具
さ
に
受
く
る
所

を
知
る
）
な
り[

。
帝
釈
、
即
ち
見
る
に
、
善
住
天
子
、
当
に
七
返
の
身
を
受
く
、
所
謂
る
猪
・
狗
・
野や
　
か
ん干
・
獼み
　
こ
う猴
・
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蟒ぼ
う
だ
　蛇
・
鳥
・
鷲
等
の
身
に
し
て
諸
の
穢
悪
・
不
浄
の
物
を
食
う
べ
し
。
猪
身
と
言
う
は
、『
大
智
度
論
』
に
云
く
、「
邪
憍

慢
に
由
る
が
故
な
り
。
故
に
猪
身
を
受
く\

」
と
。『
提
謂
経
』
に
云
く
、
痴
に
し
て
虚
し
く
施
の
四
事
供
養
を
受
信
す
る

に
由
る
が
故
な
り
。
故
に
猪
身
を
受
く]

と
。
又
、『
法
華
経
』
に
曰
く
、
斯
の
経
を
謗
す
る
に
由
る
が
故
な
り
。
故
に
猪
・

狗
・
野
干
等
の
身
を
受
く^

と
。
又
、
云
く
、
酒
を
飲
み
、
痴
業
を
造
る
に
由
る
が
故
に
猪
身
を
受
く_

と
。『
提
謂
経
』
に

云
く
、
悪
口
・
慳
貪
の
故
な
り
。
故
に
猪
身
を
受
く
。
物
の
為
に
慳
貪
す
と
。
野
干
身`

と
言
う
は
、『
大
智
度
論
』
に
云
く
、

「
善
人
を
軽
慢
す
る
に
由
る
が
故
に
野
干
身
を
受
くa

」
と
。
又
、『
提
謂
経
』
に
（
高
基
本
・
上

巻
四
六
丁
右
）
云
く
、
奸
猾
の
語
に
由
る
が

故
に
野
犴
身
を
受
く
と
。
郭か
く

朴は
く

の

b

云
く
、
野
犴
の
形
、
狐
に
大
な
り
。
又
、
能
く
樹
に
縁の

ぼ

るc

と
。
獼
猴
身
と
言
う
は
、『
大

智
論
』
に
云
く
、「
軽
躁
短
促d

に
由
る
が
故
に
獼
猴
身
を
受
くe

」
と
。『
提
謂
経
』
に
云
く
、
遊
戯
放
逸
に
由
る
が
故
に
獼

猴
身f

を
受
く
と
。
又
、
蟒
蛇
身g
と
は
、
亦
た
『
大
智
度
論
』
に
云
く
、「
瞋
恚
多
き
に
由
る
が
故
な
り
。
故
に
毒
蛇
等
の

身
を
受
くh

」
と
。『
爾じ
　
が
　雅
』

i

の
云
く
、「
蟒
は
王
蛇
な
りj

」
と
。
郭
朴
の
云
く
、「
蛇
の
大
な
る
が
故
な
り
。
故
に
名
づ
け

て
王
と
為
すk

」
と
。
問
う
て
曰
く
、
何
に
由
り
て
か
此
等
の
畜
生
身
に
毛
羽
有
り
や
。
答
え
て
曰
く
、『
大
智
度
論
』
に

云
く
、
触
楽
を
受
く
る
に
由
る
が
故
に
身
に
毛
羽
を
生
ずl

と
。
良
に
善
住
は
、
先
に
是
の
業
を
造
ら
ん
が
為
の
故
な
り
。

故
に
斯
の
苦
報
を
受
く
。

（
卍
続
蔵
本

一
九
五
右
）
経
に
曰
く
、「
爾
時
帝
釈
観
見
善
住
天
子
当
堕
七
返
悪
道
之
身
拯
助
苦
悩
痛
割
於
心
諦
思
無
計
（
爾
の
時
に
帝
釈
、
善

住
天
子
の
当
に
七
返

悪
道
の
身
に
堕
す
べ
し
と
観
見
し
て
、
苦
悩
を
拯

助
せ
ん
と
心
を
痛
割
し
て
諦
か
に
思
う
も
計
無
し
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
痛
傷
心
腑
（
心
腑
を
痛
傷
す
）
な
り
。

経
に
曰
く
、「
何
所
帰
依
唯
有
如
来
応
正
等
覚
令
其
善
住
得
免
斯
苦
（
何
れ
の
所
に
か
帰
依
せ
ん
。
唯
だ
如
来
応
正
等
覚
有
り
て
、
其

の
善
住
を
し
て
斯
の
苦
を
免
る
る
こ
と
を
得
せ
し
め
た
ま
う
）」
と
は
、
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述
し
て
曰
く
、
第
六
の
師
仰
如
来
（
師
は
如
来
を
仰
ぐ
）
な
り
。

経
に
曰
く
、「
爾
時
帝
釈
即
於
此
日
初
夜
分
時
以
種
種
華
鬘
塗
香
末
香
以
妙
天
衣
荘
厳
執
持
（
爾
の
時
に
帝
釈
、
即
ち
此
の
日
の
初
夜
分

に
於
て
、
時
に
種
種
の
華
鬘
・
塗
香
・
末

香
を
以
て
、
妙
天
衣

を
以
て
荘
厳
執
持
し
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
、
第
七
の
帝
釈
持
供
（
帝
釈
は
供
を
持
す
）
と
は
、
其
れ
五
種
有
り
。
一
は
華
鬘
、

二
は
塗
香
、
三
は
末
香
、
四
は
天
衣
、
五
は
瓔
珞
な
り
。
華
鬘
と
言
う
は
、
謂
く
西
国
に
綖
を
以
て
華
を
貫
く
、
之
を
名

づ
け
て
鬘
と
為
す
。
塗
香
・
末
香
と
は
、
此
の
天
の
中
、
其
の
香
樹
有
り
。
樹
上
に
香
を
取
り
、
随
意
に
供
養
す
。
天
衣

と
言
う
は
、『
大
智
度
論
』
に
云
く
、
此
の
天
の
中
に
、
其
の
衣
樹
有
り
。
天
、
若
し
衣
を
須
め
る
時
、
樹
下
に
衣
を
取

り
（
高
基
本
・
上

巻
四
七
丁
右
）、
之
を
受
用
す
。
此
の
衣
は
白
色
に
し
て
由な
　

ほ
薄
（
大
正
蔵
本

一
〇
二
四
）
氷
の
如
し
。
文
字
有
る
こ
と
無
しm

と
。『
楼
炭

経
』
に
云
く
、「
此
の
忉
利
天
の
衣
は
、
重
六
銖
半
な
りn

」
と
。
瓔
珞
と
言
う
は
、『
楼
炭
経
』
に
云
く
、
此
の
天
の
中
に

瓔
珞
樹
有
り
。
意
に
随
い
て
之
を
取
り
、
衆
苦
有
る
こ
と
無
しo

と
。

経
に
曰
く
、「
往
詣
誓
多
林
園
於
世
尊
所
到
已
頂
礼
仏
足
右
遶
七
匝
（
誓
多
林
園
に
往
詣
し
、
世
尊
の
所
に
於
て
到

り
已
り
て
仏
足
を
頂
礼
し
七
匝
に
右
遶
す
）」
と
は
、
述
し
て
曰

く
、
第
八
の
詣
聖
恭
敬
（
聖
に
詣
で
恭
敬
す
）
な
り
。
七
匝
と
言
う
は
、『
提
謂
経
』
に
曰
く
、
七
覚
分
に
応
ずp

と
。

経
に
曰
く
、「
即
於
仏
前
広
大
供
養
（
即
ち
仏
前
に
於
て

広
大
に
供
養
し
）」
と
は
、
述
し
て
曰
く
第
九
の
広
献
仏
前
（
広
く
仏
前
に
献
ず
）
な
り
。

経
に
曰
く
、「
仏
前
胡
跪
而
白
仏
言
世
尊
善
住
天
子
云
何
当
受
七
返
畜
生
悪
道
之
身
具
如
上
説
（
仏
前
に
胡
跪
し
て
仏
に
白
し
て
言

く
、
世
尊
よ
、
善
住
天
子
、
云
何
が

当
に
七
返
畜
生
悪
道
の
身
を
受
く
べ
き

や
と
。
具
さ
に
は
上
に
説
く
が
如
し
）」
と
は
（
高
基
本
・
上

巻
四
七
丁
左
）、
述
し
て
曰
く
、
第
十
の
具
聞
七
返
（
具
さ
に
七
返
を
聞
く
）
な
り
。

上
来
、
多
文
の
不
同
有
り
と
雖
も
、
総
じ
て
是
れ
第
一
の
教
起
因
縁
分
を
竟
ん
ぬ
。
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注
１	
『
大
蔵
経
全
解
説
大
事
典
』（
二
〇
一
六
年
、
雄
山
閣
）
八
一
〇
頁
参
照
。
本
注
釈
は
、
道
氤
（
七
三
四
～
七
四
〇
）
の
手
に
よ
る
『
御
注
金
剛

般
若
波
羅
蜜
経
宣
演
』（
大
正
蔵
二
七
三
三
番
）
と
同
文
が
多
く
、
異
本
と
も
見
な
さ
れ
て
き
た
が
、
問
題
と
な
る
「
千
二
百
五
十
人
」
の
注
釈

に
つ
い
て
は
『
金
剛
般
若
経
疏
』
の
み
で
あ
る
。

２	

法
崇
疏
（『
大
正
蔵
』
三
九
巻
一
〇
二
一
頁
上
段
～
）
と
『
金
剛
般
若
経
疏
』（
同
八
五
巻
一
五
二
頁
中
段
）
の
対
応
箇
所
を
比
較
す
る
と
、
法

崇
疏
の
二
五
三
字
に
対
し
て
、『
金
剛
般
若
経
疏
』
は
二
三
五
文
字
と
少
し
短
い
が
、
使
用
さ
れ
る
術
語
等
も
含
め
て
よ
く
一
致
し
て
い
る
。

３	

拙
論
「
法
崇
述
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』
訳
注
㈢
」（
二
〇
二
四
年
『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
九
）
注
64
参
照
。
長
耳
三
蔵
に

帰
せ
ら
れ
る
時
の
解
釈
は
、
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
両
疏
は
要
素
的
に
よ
く
対
応
し
て
い
る
。

４	

『
仏
頂
最
勝
陀
羅
尼
経
』（
大
正
蔵
九
六
九
番
）の
訳
出
は
、彦
悰
の
経
序（『
大
正
蔵
経
』一
九
巻
三
五
五
頁
上
段
）に
よ
れ
ば
、永
淳
元
年（
六
八
二
）

に
地
婆
訶
羅
が
、
杜
行
顗
訳
（
大
正
蔵
九
六
八
番
）
を
も
と
に
改
訳
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
他
訳
に
比
し
て
内
容
的
に
も
不
審
と
思
わ
れ
る
要

素
は
見
当
た
ら
な
い
。

５	

『
最
勝
仏
頂
陀
羅
尼
浄
除
業
障
呪
経
』（
大
正
蔵
九
七
〇
番
）
の
訳
出
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
、
志
静
の
経
序
と
関
連
づ
け
て
垂
拱
三
年

（
六
八
七
）
等
と
見
な
さ
れ
る
が
、拙
論
「
尊
勝
陀
羅
尼
成
立
考
」（
二
〇
〇
七
年
、加
藤
精
一
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
『
真
言
密
教
と
日
本
文
化
』

下
巻
）
二
三
七
頁
で
記
述
し
た
よ
う
に
、
六
九
五
～
七
三
〇
年
の
間
に
成
立
し
、
地
婆
訶
羅
に
仮
託
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
内
容
的
に
も
本

経
中
に
は
、
善
住
天
子
の
過
去
世
に
お
け
る
因
縁
（『
大
正
蔵
経
』
一
九
巻
三
五
八
頁
中
段
～
三
五
九
頁
上
段
）
や
、
陀
羅
尼
を
聞
く
功
徳
と
し

て
阿
頼
耶
識
を
踏
ま
え
た
解
説
が
な
さ
れ
る
（
同
三
六
〇
頁
下
段
）
等
、
他
訳
に
類
を
見
な
い
記
述
が
多
く
見
受
け
ら
れ
不
審
で
あ
る
。

	

果
た
し
て
実
際
に
地
婆
訶
羅
が
訳
出
し
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、『
続
古
今
訳
経
図
紀
』（『
大
正
蔵
経
』
五
五
巻
三
六
八
頁
下
段
）、『
開

元
釈
教
録
』（
同
五
五
巻
五
六
四
頁
上
段
等
）
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
七
三
〇
年
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
と
い
え
よ
う
。

６	

法
崇
述
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』（『
大
正
蔵
経
』
三
九
巻
一
〇
二
三
頁
上
段
）。
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７	

地
婆
訶
羅
『
最
勝
仏
頂
陀
羅
尼
浄
除
業
障
呪
経
』（『
大
正
蔵
経
』
一
九
巻
三
五
八
頁
中
段
～
三
五
九
頁
上
段
）。

８	

摩
訶
と
は
、
梵
語m

ahå

の
音
写
語
で
、「
大
き
な
」「
偉
大
な
」
を
意
味
す
る
。

９	

大
正
蔵
本
で
は
「
中
」
の
み
で
あ
る
が
、
高
基
本
で
は
本
文
の
傍
ら
に
「
文
ノ
字
ヲ
入
テ
見
ヨ
」
と
あ
り
、
卍
続
蔵
本
で
も
冠
注
に
「
中
の
上

に
応
に
「
文
」
字
有
る
べ
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
文
中
」
と
は
、
仏
陀
波
利
訳
の
経
文
の
中
に
の
意
で
あ
る
。

10	

四
邪
命
と
は
、
四
邪
命
食
（
四
食
）
の
略
称
。
乞
食
に
よ
ら
ず
に
得
た
四
種
の
食
事
の
こ
と
で
あ
り
、
比
丘
に
は
相
応
し
く
な
い
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
下
口
食
（
調
薬
や
農
耕
に
よ
っ
て
得
た
食
事
）、
仰
口
食
（
占
星
術
を
行
う
利
益
に
よ
っ
て
得
た
食
事
）、
方
口
食
（
言
葉
巧
み
に
権

力
に
お
も
ね
り
得
た
食
事
）、
維
口
食
（
呪
術
を
行
う
利
益
に
よ
っ
て
得
た
食
事
）
と
し
て
い
る
。

11	

星
宿
と
は
、
星
の
宿
り
の
こ
と
で
あ
り
、
二
十
八
宿
・
十
二
宮
・
七
曜
等
が
あ
る
。

12	

諂
曲
と
は
、
自
分
の
心
を
曲
げ
て
相
手
に
へ
つ
ら
い
、
お
も
ね
る
こ
と
。

13	

両
口
と
は
両
舌
と
同
義
で
、
両
人
に
異
な
る
言
葉
を
告
げ
て
、
そ
の
間
を
引
き
離
し
争
わ
せ
る
こ
と
。
離
間
語
と
も
い
う
。

14	

多
端
と
は
、
細
々
し
た
雑
務
に
従
事
し
て
忙
し
い
こ
と
。

15	

卍
続
蔵
本
お
よ
び
大
正
蔵
本
で
は
「
言
比
丘
言
」
と
あ
る
が
、
高
基
本
の
「
言
比
丘
者
」
を
採
用
し
て
訓
読
し
た
。

16	

応
供
と
は
、
人
天
の
供
養
を
受
け
る
に
相
応
し
い
聖
者
の
こ
と
。
阿
羅
漢
（arhan

）
と
も
い
う
。

17	

四
趣
と
は
、
六
趣
の
う
ち
人
・
天
を
除
い
た
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
の
こ
と
。
四
悪
道
と
も
い
う
。

18	

五
焼
と
は
、
殺
生
・
偸
盗
・
邪
婬
・
妄
語
・
飲
酒
（
五
悪
）
を
犯
し
た
報
い
と
し
て
、
来
世
、
悪
道
に
お
い
て
火
に
焼
か
れ
る
よ
う
な
苦
し
み

を
味
わ
う
こ
と
を
い
う
。

19	

「
千
二
百
五
十
人
」
よ
り
以
後
、
問
答
を
含
め
て
「
標
初
会
所
度
故
無
余
也
」
に
至
る
ま
で
、『
金
剛
般
若
経
疏
』（
大
正
蔵
二
七
四
一
番
：『
大

正
蔵
経
』
八
五
巻
一
五
二
頁
中
段
）
の
文
と
全
く
一
致
し
て
い
る
。『
大
蔵
経
全
解
説
大
事
典
』
八
一
〇
頁
に
よ
れ
ば
、『
金
剛
般
若
経
疏
』
は
、

敦
煌
出
土
のP

elliot.

二
三
三
〇
番
を
原
本
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
著
者
は
不
明
で
あ
る
と
い
う
。

20	

憍
陳
如･

摩
訶
男･

婆
提･

婆
敷･

阿
湿
卑
等
の
五
人
と
は
、
釈
尊
が
苦
行
を
伴
に
し
、
後
に
初
転
法
輪
の
対
告
衆
と
な
っ
た
五
比
丘
の
こ
と
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で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
梵
名
は
、Å

jñta K
au∫∂inya

・M
ahånåm

an

・B
hadraka

・V
å≈pa

・Å
ßvakin

で
あ
る
。

21	

優
楼
頻
螺
迦
葉
と
は
、
梵
語U

rvilvåkåßyapa

の
音
写
語
。
優
楼
頻
螺
迦
葉
は
、
伽
耶
迦
葉
・
那
提
迦
葉
と
兄
弟
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
三
迦

葉
と
称
せ
ら
れ
る
。
兄
弟
と
も
に
火
神
を
拝
む
事
火
外
道
で
あ
り
、
あ
わ
せ
て
千
人
ほ
ど
の
弟
子
が
い
た
と
さ
れ
る
。

22	
伽
耶
迦
葉
・
那
提
迦
葉
と
は
、
梵
語N

åd¥kåßyapa

とG
ayåkåßyapa

の
音
写
語
。
仏
伝
資
料
の
多
く
で
は
弟
子
の
数
に
つ
い
て
、
長
兄
・

優
楼
頻
螺
迦
葉
に
は
五
百
人
、
次
兄
・
伽
耶
迦
葉
に
は
三
百
人
、
三
兄
・
那
提
迦
葉
に
は
二
百
人
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
次
兄
・
三
兄
の
弟
子

に
つ
い
て
各
二
百
五
十
人
と
し
て
い
る
。

23	

舎
利
弗
・
目
乾
連
と
は
、
梵
語Íåriputra

とM
audgalyåyana

の
音
写
語
。
と
も
に
懐
疑
論
者
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
後
に

釈
尊
の
教
団
に
帰
入
し
て
有
力
な
弟
子
と
な
り
、
舎
利
弗
は
智
慧
第
一
、
目
乾
連
は
神
通
第
一
と
称
さ
れ
た
。
仏
伝
資
料
の
多
く
で
は
、
舎
利
弗
・

目
乾
連
は
二
百
五
十
名
の
仲
間
を
連
れ
て
釈
尊
に
帰
依
し
た
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
各
百
名
、
あ
わ
せ
て
二
百
名
と
し
て
い
る
。

24	

高
基
本
・
卍
続
蔵
本
・
大
正
蔵
本
で
は
と
も
に
「
那
舎
」
と
す
る
が
、
伝
写
に
お
け
る
誤
り
と
判
断
さ
れ
た
た
め
、「
耶
舎
」
に
改
め
た
。
耶
舎

長
者
子
と
は
、梵
語Y

asa

の
音
写
語
。
バ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
の
長
者
の
子
で
、釈
尊
の
教
え
を
聞
い
て
出
家
し
た
。
後
に
そ
の
仲
間
で
あ
る
四
名
、

さ
ら
に
五
十
名
も
ま
た
出
家
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
が
信
者
と
し
て
出
家
者
の
生
活
を
支
え
る
よ
う
に
な
り
、
教
団
（
サ
ン
ガ
）
が
成
立
し
た

と
さ
れ
る
。

25	

釈
尊
の
教
団
の
「
一
千
二
百
五
十
人
」
の
内
訳
に
つ
い
て
、
迦
葉
三
兄
弟
は
長
男
五
百
人
・
次
男
二
百
五
十
人
・
三
男
二
百
五
十
人
、
次
に
舎

利
弗
百
人
・
目
乾
連
百
人
、
最
後
に
那
舎
長
者
子
の
関
係
と
し
て
二
百
五
十
人
を
挙
げ
る
が
、
合
計
す
る
と
一
千
四
百
五
十
人
超
と
な
り
一
致

し
な
い
。

26	

善
来
と
は
、
仏
が
「
よ
く
来
た
」
と
述
べ
て
、
出
家
を
志
す
者
を
歓
迎
す
る
こ
と
で
あ
り
、
得
戒
と
は
、
仏
よ
り
戒
を
受
け
、
戒
体
を
発
得
す

る
こ
と
で
あ
る
。

27	

五
師
の
大
門
徒
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
文
脈
か
ら
判
断
す
る
と
、
釈
尊
の
弟
子
の
う
ち
外
道
か
ら
仏
道
に
転
じ
、
か
つ
数
多
く
の

弟
子
を
有
し
た
優
楼
頻
螺
迦
葉
・
伽
耶
迦
葉
・
那
提
迦
葉
、
舎
利
弗
・
目
乾
連
の
五
師
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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28	

竺
法
護
訳
『
賢
劫
経
』（『
大
正
蔵
経
』
一
四
巻
五
〇
頁
下
段
）。『
賢
劫
定
意
経
』　

と
は
本
経
の
異
名
。

29	

親
光
等
造
・
玄
奘
訳
『
仏
地
経
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
六
巻
三
〇
〇
頁
上
段
）
の
取
意
か
。

30	

摩
訶
菩
提
薩
埵
と
は
、
梵
語m

ahåbodhisattva

の
音
写
語
で
あ
り
、
偉
大
な
菩
薩
（
菩
提
を
求
め
る
有
情
）
を
意
味
す
る
。

31	
六
種
の
列
に
つ
い
て
は
断
定
で
き
な
い
が
、
文
脈
的
に
は
「
六
趣
」
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
菩
薩
は
、
迷
え
る
衆
生
の
救
済
の
た
め
に
、
身

形
を
六
趣
の
世
界
に
垂
迹
す
る
と
の
意
か
。

32	

菩
薩
衆
を
仏
集
会
に
加
え
る
理
由
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
は
、吉
蔵
撰
『
法
華
義
疏
』（
大
正
蔵
一
七
二
一
番
：『
大
正
蔵
経
』
三
四
巻
四
六
一
頁
上
段
）

の
文
と
よ
く
一
致
し
て
い
る
。

33	

法
崇
疏
の
注
釈
対
象
で
あ
る
仏
陀
波
利
訳
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
』（
大
正
蔵
九
六
七
番
）
で
は
、
声
聞
衆
と
菩
薩
衆
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
異
訳
本
で
あ
る
地
婆
訶
羅
（
梵
語D

¥våkara

：
日
照
）
訳
『
仏
頂
最
勝
陀
羅
尼
経
』（
大
正
蔵
九
六
九
番
）
に
は
、「
復
有
万
梵
天
王
善
吒

天
等
」（『
大
正
蔵
経
』
一
九
巻
三
五
五
頁
中
段
）、
ま
た
同
訳
『
最
勝
仏
頂
陀
羅
尼
浄
除
業
障
呪
経
』（
大
正
蔵
九
七
〇
番
）
で
も
、「
復
有
万
梵

天
王
。
梵
摩
天
王
。
善
見
天
王
而
為
上
首
。
与
其
梵
衆
而
倶
会
坐
」（
同
三
五
七
頁
下
段
）
と
詳
し
い
天
衆
の
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
法
崇
疏
の

記
載
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

34	

忉
利
・
梵
摩
・
善
吒
・
梵
魔
と
は
、
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
が
説
か
れ
る
集
会
に
居
合
わ
せ
た
天
衆
を
代
表
す
る
天
子
名
と
考
え
ら
れ
る
。
忉
利
と
は
、

梵
語T

råyastriμ
ßa

の
音
写
語
で
あ
り
、
欲
界
・
六
欲
天
の
第
二
、三
十
三
天
の
天
子
と
推
定
さ
れ
る
。
他
の
梵
摩
・
善
吒
・
梵
魔
は
、
い
ず

れ
の
天
界
に
属
す
る
天
子
か
は
不
詳
で
あ
る
。
高
基
は
、
地
婆
訶
羅
訳
を
踏
ま
え
て
、
漢
字
の
区
切
り
に
つ
い
て
再
考
を
試
み
、「
意
の
云
く
、

梵
魔
の
魔
は
摩
か
。
善
は
善
見
天
、
吒
は
阿
迦
尼
吒
の
吒
か
」
等
と
述
べ
て
い
る
。

35	

高
基
本
で
は
割
注
に
「
請
字
恐
脱
乎
」
と
記
し
、
ま
た
『
大
正
蔵
経
』
も
注
に
「
住
＋
（
請
）
？
」
と
記
す
こ
と
か
ら
「
請
」
の
字
を
補
い
、

訓
読
本
文
を
「
善
住
の
請
」
と
改
め
た
。

36	

三
十
三
天
（
梵
語T

råyastriμ
ßa

：
忉
利
天
）
の
所
在
に
つ
い
て
、『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
に
は
、「
三
十
三
天
は
迷
盧
の
頂
に
住
す
」（『
大
正
蔵
経
』

二
九
巻
五
九
頁
下
段
）
と
あ
り
、ま
た
法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
に
も
、「
忉
利
天
は
須
弥
山
上
に
在
り
」（『
大
正
蔵
経
』一
巻
二
七
七
頁
中
段
）
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と
あ
る
。

37	

金
輪
（kåñcanam

a∫∂ala

）
と
は
、
須
弥
山
世
界
を
支
え
る
三
種
の
大
円
輪
（
三
輪
）
の
一
つ
で
、
風
輪
・
水
輪
の
上
に
あ
る
。
金
輪
と
地

輪
を
別
と
し
て
四
輪
と
す
る
場
合
も
あ
る
。

38	
踰Q

那
と
は
、
梵
語yojana

の
音
写
語
で
、「
由
旬
」
と
音
写
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
距
離
の
単
位
で
あ
り
、
牛
車
あ
る
い
は
帝
軍
が
一
日
に

進
む
行
程
と
さ
れ
る
。
そ
の
具
体
的
な
距
離
に
つ
い
て
は
、
十
六
里
・
三
十
里
・
四
十
里
等
の
諸
説
が
あ
る
。

39	

吠
琉
璃
と
は
、
梵
語vai∂∑rya

の
音
写
語
で
、
青
く
美
し
い
宝
石
の
瑠
璃
を
指
す
。

40	

頗
胝
迦
と
は
、
梵
語spha†ika

の
音
写
語
で
、
水
晶
を
指
す
。

41	

贍
部
洲
と
は
、
梵
語jam

bu

の
音
写
語
とdv¥pa

（
砂
洲
・
島
）
の
意
訳
語
か
ら
成
る
。
閻
浮
提
と
も
音
写
す
る
。
須
弥
山
の
南
方
に
あ
る
人

間
が
住
む
台
形
の
大
陸
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ブ
樹
（jam

bu

）
が
多
く
生
え
る
こ
と
が
名
の
由
来
で
あ
る
。

42	

夜
刃
神
と
は
、
夜
叉
神
の
こ
と
で
あ
る
。
夜
叉
と
は
、
梵
語yak≈a

の
音
写
語
で
、
森
林
や
樹
木
に
棲
む
神
霊
で
あ
り
、
人
々
に
危
害
を
与
え

る
一
方
、
様
々
な
恩
寵
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
た
。

43	

香
酔
山
と
は
、
南
贍
部
洲
の
中
心
に
あ
る
山
で
あ
り
、
香
山
あ
る
い
は
崑
崙
山
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
山
の
南
に
は
無
熱
悩
池
が
あ
る
。

44	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
に
は
、
須
弥
山
等
の
大
き
さ
に
関
わ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
が
（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
七
七
頁
上
段
）、
香
山
（
香

酔
山
）
に
関
す
る
言
及
は
見
当
た
ら
な
い
。

牧
達
玄
「
大
楼
炭
経
の
同
本
異
訳
を
巡
る
二
三
の
問
題
」（
一
九
七
八
年
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
六
巻
二
号
）
等
に
よ
れ
ば
、『
楼
炭
経
』

周
辺
に
は
、『
長
阿
含
第
四
分
世
記
経
』『
起
世
因
本
経
』
等
の
異
訳
が
あ
り
、
ま
た
『
楼
炭
経
』
と
し
て
も
一
巻
本
・
五
巻
本
・
六
巻
本
・
八

巻
本
等
が
存
在
し
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
法
崇
疏
で
は
多
く
『
楼
炭
経
』
を
引
用
す
る
が
、
他
の
経
論
の
引
用
に
比
し
て
、

現
存
す
る
経
文
と
の
差
異
が
著
し
い
こ
と
か
ら
、『
大
正
蔵
経
』
所
収
の
『
大
楼
炭
経
』
と
は
異
な
る
も
の
を
参
照
・
引
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

45	

真
諦
訳
『
立
世
阿
毘
曇
論
』（
大
正
蔵
一
六
四
四
番
）
に
は
、
一
致
す
る
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
高
基
本
の
附
録
一
二
丁
右
で
は
、
漏

闍
耆
利
象
王
品
第
五
の
象
王
に
関
す
る
記
述
（『
大
正
蔵
経
』
三
二
巻
一
七
八
頁
下
段
）、
あ
る
い
は
云
何
品
第
二
十
の
「
一
切
禽
獣
及
水
羅
刹
」
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（
同
一
九
九
頁
下
段
）
以
下
の
文
と
推
定
し
て
い
る
。

46	

無
熱
悩
池
と
は
、香
酔
山
の
南
、大
雪
山
の
北
に
あ
る
大
池
で
あ
り
、阿
耨
達
池
（anavatapta

）
と
も
呼
ば
れ
る
。
ガ
ン
ジ
ス
等
の
四
大
河
は
、

こ
の
池
を
本
源
と
し
て
流
れ
出
る
と
い
う
。

47	
世
親
造
・
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
九
巻
五
八
頁
上
段
）
か
ら
の
抄
出
。

48	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
に
は
、
前
の
香
山
と
同
様
、
雪
山
に
関
す
る
記
述
も
見
当
た
ら
な
い
。

49	

高
基
本
・
卍
続
蔵
本
・
大
正
蔵
本
い
ず
れ
も
、「
九
重
黒
山
南
名
為
南
閻
浮
提
」
で
あ
り
、
素
直
に
訓
読
す
れ
ば
、「
九
重
の
黒
山
の
南
は
、
名

づ
け
て
南
閻
浮
提
と
為
す
」
と
な
る
。
し
か
し
、
直
前
に
「
雪
山
の
南
に
九
重
の
黒
山
有
り
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
解
釈
は
適
当
で

は
な
く
、「
須
弥
山
の
南
」
に
閻
浮
提
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
る
。
あ
る
い
は
、
や
や
変
則
的
な
訓
読
で
あ
る
が
「
九
重
の
黒
山
あ
る
南
は
」

と
解
す
る
べ
き
か
。

50	

西
瞿
陀
尼
と
は
、
梵
語
［apara
］godån¥ya

の
音
写
語
で
あ
り
、
須
弥
山
の
西
方
に
あ
る
と
さ
れ
た
円
形
の
大
陸
。
西
牛
貨
洲
と
同
じ
。

51	

鬱
單
越
と
は
、
梵
語uttarakuru
の
音
写
語
で
あ
り
、
須
弥
山
の
北
方
に
あ
る
と
さ
れ
た
方
形
の
大
陸
。
北
俱
盧
洲
と
同
じ
。

52	

東
弗
婆
提
と
は
、
梵
語p¨∑rvavideha
の
音
写
語
で
あ
り
、
須
弥
山
の
東
方
に
あ
る
と
さ
れ
た
半
円
形
の
大
陸
。
東
勝
身
洲
と
同
じ
。

53	

世
親
造
・
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
九
巻
五
七
頁
中
段
）
に
類
文
あ
り
。

54	

倶
梨
睒
に
つ
い
て
は
、
法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
で
は
「
駒
利
睒
」（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
七
八
頁
上
段
）、
ま
た
『
長
阿
含
経
』
で
は
、「
究

羅
睒
摩
羅
」（
同
一
巻
一
二
七
頁
中
段
）
と
あ
る
。

55	

枝
葉
枎
疏
と
は
、
木
の
枝
葉
が
四
方
に
広
が
る
こ
と
。

56	

金
翅
鳥
と
は
、
イ
ン
ド
神
話
に
登
場
す
る
神
鳥
ガ
ル
ダ
（garu∂a
：
迦
楼
羅
）
の
こ
と
で
、
金
色
の
よ
う
に
光
り
輝
く
こ
と
が
名
の
由
来
で
あ
る
。

57	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
の
龍
鳥
品
（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
八
八
頁
上
段
～
二
八
九
頁
上
段
）
の
取
意
か
。
同
箇
所
に
は
龍
に
卵
生
・
水

生
・
胎
生
・
化
生
の
四
種
が
い
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
ま
た
金
翅
鳥
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
駒
利
睒
樹
の
西
に
卵
生
、
東
に
水
生
、
南
に
胎
生
、

北
に
化
生
と
い
う
四
種
が
い
る
こ
と
が
説
か
れ
る
が
、
捕
食
す
る
龍
の
内
容
に
つ
い
て
は
相
違
が
あ
る
。
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58	

世
親
造
・
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
九
巻
五
九
頁
中
～
下
段
）
の
取
意
。
須
弥
山
は
堅
手
（K

urutapå∫i

）・
持
鬘

（M
ålådhara

）・
恒
嬌
（Sadåm

atta

）・
四
天
王
衆
天
と
い
う
四
層
か
ら
成
り
、
前
三
層
に
は
薬
叉
神
（yak≈a

）
が
お
り
、
そ
れ
ら
の
上
層

に
四
天
王
お
よ
び
眷
属
が
居
止
す
る
と
説
か
れ
る
。

59	
提
頭
頼
吒
天
王
宮
と
は
、
梵
語D

h˚tarå≈†ra

の
音
写
語
で
、
東
方
を
守
護
す
る
持
国
天
を
指
す
。

60	

毘
楼
勒
叉
天
王
宮
と
は
、
梵
語V

ir∑∂haka

の
音
写
語
で
、
南
方
を
守
護
す
る
増
長
天
を
指
す
。

61	

毘
楼
博
叉
天
王
宮
と
は
、
梵
語V

ir∑påk≈a

の
音
写
語
で
、
西
方
を
守
護
す
る
広
目
天
を
指
す
。

62	

毘
沙
門
天
王
宮
と
は
、
梵
語V

aißrava∫a

の
音
写
語
で
、
北
方
を
守
護
す
る
多
聞
天
を
指
す
。

63	

世
親
造
・
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
に
お
い
て
、
須
弥
山
の
第
四
層
に
「
四
大
天
王
」
が
居
止
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
が
（『
大
正
蔵
経
』

一
巻
二
八
八
頁
上
段
～
二
八
九
頁
上
段
）、
四
天
王
を
個
別
に
四
方
に
配
当
す
る
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。

64	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
の
四
天
王
品
（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
九
三
頁
中
段
～
二
九
四
頁
上
段
）
の
取
意
か
。

65	

兜
羅
綿
と
は
、梵
語t∑la

の
音
写
語
とpicu

（
綿
）
の
意
訳
語
か
ら
な
る
。
草
木
（
一
説
に
白
楊
樹
）
か
ら
採
れ
る
軽
く
て
柔
ら
か
い
綿
の
こ
と
。

66	

世
親
造
・
玄
奘
訳『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』（『
大
正
蔵
経
』二
九
巻
五
九
頁
下
段
）に
類
文
が
あ
る
。
須
弥
山
頂
に
は
、善
見
と
い
う
名
の
大
城
が
あ
り
、

大
帝
釈
が
居
す
る
と
い
う
。
そ
の
地
は
真
金
か
ら
で
き
て
い
る
が
、
綿
の
よ
う
に
柔
ら
か
く
様
々
な
宝
で
飾
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

67	

高
基
本
・
卍
続
蔵
本
・
大
正
蔵
本
と
も
に
、「
蔭
五
千
踰Q

那
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
大
正
蔵
本
の
注
に
「
千
＝
十
？
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
十
」

が
妥
当
と
判
断
さ
れ
た
た
め
本
文
の
ご
と
く
改
め
た
。

68	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
の
忉
利
天
品
（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
九
四
頁
上
段
～
二
九
五
頁
中
段
）
の
取
意
か
。
同
箇
所
に
は
須
弥
山
頂
に

あ
る
忉
利
天
と
、
帝
釈
天
が
居
住
す
る
城
等
の
様
子
が
記
述
さ
れ
る
が
、
語
彙
や
内
容
に
は
相
違
が
あ
る
。

69	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
の
忉
利
天
品
に
は
、
衆
生
の
善
悪
の
事
を
聞
い
た
帝
釈
天
の
言
葉
と
し
て
、「
善
を
作
さ
ざ
る
故
に
諸
天
を
減
損

し
、
阿
須
倫
種
を
増
益
す
」「
世
間
人
を
用
て
善
を
作
す
こ
と
多
き
が
故
に
諸
天
を
増
益
し
、
阿
須
倫
を
減
損
す
」（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
九
八

頁
上
段
～
中
段
）
と
同
趣
旨
が
説
か
れ
て
い
る
。
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70	

三
覆
と
は
、正
月
・
五
月
・
九
月
の
三
長
斎
月
の
こ
と
で
あ
る
。『
牧
田
諦
亮
著
作
集
』
第
一
巻
（
疑
経
研
究
、二
〇
一
四
年
、臨
川
書
店
）
一
九
六
頁
、

二
二
四
頁
参
照
。

71	

八
挍
と
は
、
立
春
・
春
分
・
立
夏
・
夏
至
・
立
秋
・
立
冬
・
冬
至
の
こ
と
で
あ
る
。
天
地
諸
神
陰
陽
交
代
す
る
が
故
に
、
ま
た
八
王
日
の
名
が
あ
る
。

『
牧
田
諦
亮
著
作
集
』
第
一
巻
（
疑
経
研
究
）
一
九
六
頁
、
二
二
四
頁
参
照
。

72	

六
斎
日
と
は
、
毎
月
の
八
日
、
十
四
日
、
十
五
日
、
二
十
四
日
、
二
十
九
日
、
三
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。『
牧
田
諦
亮
著
作
集
』
第
一
巻
（
疑
経

研
究
）
一
九
六
頁
、
二
二
四
頁
参
照
。

73	

『
提
謂
経
』（
提
謂
波
利
経
）
と
は
、
す
で
に
拙
論
「
法
崇
述
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』
訳
注
㈠
」（
二
〇
二
二
年
『
川
崎
大
師
教
学
研

究
所
紀
要
』
七
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
仏
法
に
よ
る
民
衆
教
化
の
た
め
に
中
国
で
作
ら
れ
た
疑
偽
経
典
で
あ
る
。
本
経
は
、『
大
正
蔵
経
』
中
に

は
収
蔵
さ
れ
て
い
な
い
が
、
道
世
撰
『
法
苑
珠
林
』（
大
正
蔵
二
一
二
二
番
）
に
は
、「
又
提
謂
経
云
」
と
し
て
「
三
覆
八
校
一
月
六
奏
」（『
大

正
蔵
経
』
五
三
巻
九
三
二
頁
下
段
）
の
文
が
引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
牧
田
諦
亮
氏
は
、「
敦
煌
本
提
謂
経
の
研
究
（
上
）
―
安
世
高
訳
分
別
善

悪
所
起
経
と
の
類
似
」（
一
九
六
八
年
『
仏
教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
』一
）
に
お
い
て
本
経
の
翻
刻
を
行
っ
て
い
る
が
、そ
の
中
に
「
是
三
長
齋
、

是
爲
三
覆
、
八
校
者
、
八
王
日
是
也
」（
一
四
七
頁
）
と
い
う
類
文
が
確
認
さ
れ
る
。

74	

四R

と
は
、
四
つ
の
穴
の
意
と
解
さ
れ
る
。

75	

倶
盧
舎
と
は
、
梵
語kroßa

の
音
写
語
。
距
離
の
単
位
で
あ
り
、
牛
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
る
範
囲
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
距
離
に
つ
い

て
は
一
里
・
十
里
等
の
諸
説
が
あ
る
。

76	

世
親
造
・
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
に
は
、
三
十
三
天
の
身
量
に
関
す
る
直
接
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
が
、「
欲
界
六
天
の
最
下
の
身
量
は
、

一
倶
盧
舎
の
四
分
の
一
な
り
。
是
の
如
く
後
後
一
一
分
を
増
し
て
、
第
六
天
に
至
り
て
身
は
一
倶
盧
舎
半
な
り
」（『
大
正
蔵
経
』
二
九
巻
六
一

頁
上
段
）
と
関
連
す
る
内
容
が
説
か
れ
て
い
る
。

77	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
中
に
は
、
忉
利
天
（
三
十
三
天
）
の
天
身
を
白
色
と
す
る
記
載
は
見
当
た
ら
な
い
。

78	

世
親
造
・
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
に
類
文
が
あ
り
、「
上
の
五
欲
天
は
漸
く
倶
に
増
倍
す
。
謂
く
人
の
百
歳
を
第
二
天
の
一
昼
一
夜
と
為
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し
、
此
の
昼
夜
に
乗
じ
て
月
及
び
年
を
成
じ
、
彼
の
寿
は
千
歳
な
り
」（『
大
正
蔵
経
』
二
九
巻
六
一
頁
中
段
）
と
あ
る
。

79	

十
善
と
は
、
身
に
関
わ
る
不
殺
生
・
不
偸
盗
・
不
邪
婬
、
口
に
関
わ
る
不
妄
語
・
不
両
舌
・
不
悪
口
・
不
綺
語
、
意
に
関
わ
る
不
貪
欲
・
不
瞋
恚
・

不
邪
見
の
こ
と
で
あ
る
。

80	
法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
の
忉
利
天
品
（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
九
四
頁
下
段
～
二
九
五
頁
中
段
）
の
取
意
か
。
同
箇
所
に
は
、
帝
釈
天
の

殿
舎
の
四
方
に
あ
る
四
園
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
が
、
園
の
呼
称
に
つ
い
て
東
は
麁
堅
園
、
南
は
楽
画
園
、
東
（
北
の
誤
り
か
）
は
憒
乱
園
、

西
は
歌
舞
園
と
な
っ
て
お
り
相
違
す
る
。

81	

大
正
蔵
本
で
は
「
門
」、
高
基
本
・
卍
続
蔵
本
で
は
「
闘
」
で
あ
る
が
、
文
脈
上
、
後
者
を
採
用
し
た
。

82	

高
基
本
・
卍
続
蔵
本
・
大
正
蔵
本
と
も
に
「
樹
下
」
の
み
で
あ
る
が
、
前
後
の
文
脈
か
ら
す
る
と
「
香
樹
下
」
の
表
記
が
よ
り
相
応
し
い
。

83	

卍
続
蔵
本
・
大
正
蔵
本
で
は
「
所
」、
高
基
本
で
は
「
為
」
で
あ
る
が
、
文
法
上
、
後
者
を
採
用
し
た
。

84	

大
正
蔵
本
で
は
「
宝
」、
高
基
本
・
卍
続
蔵
本
で
は
「
厳
」
で
あ
る
が
、
文
脈
上
、
後
者
を
採
用
し
た
。

85	

高
基
本
で
は
、
本
文
「
衆
車
苑
」
の
冠
注
と
し
て
「
衆
車
経
無
」
と
記
し
て
お
り
、
卍
続
蔵
本
・
大
正
蔵
本
も
継
承
し
て
い
る
。

86	

高
基
本
で
は
、
本
文
「
馬
車
」
の
冠
注
と
し
て
「
馬
車
楼
炭
五
四右
日
天
帝
釈
坐
千
匹
馬
車
」
と
記
し
て
お
り
、
卍
続
蔵
本
・
大
正
蔵
本
も
継
承

し
て
い
る
。

87	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
の
忉
利
天
品
（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
九
四
頁
下
段
）
に
は
、
四
園
中
に
楽
樹
が
生
え
る
と
の
記
載
が
あ
り
、
続

き
で
は
（
同
二
九
七
頁
下
段
）
楽
樹
よ
り
音
楽
鼓
を
取
り
出
す
旨
が
説
か
れ
る
が
表
現
は
や
や
相
違
す
る
。

88	

世
親
造
・
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
九
巻
五
六
頁
下
段
）
か
ら
の
抄
出
。

89	

求
那
跋
陀
羅
訳
『
過
去
現
在
因
果
経
』（『
大
正
蔵
経
』
三
巻
六
二
三
頁
中
段
）
に
類
文
が
見
ら
れ
る
が
、「
一
者
菩
薩
眼
現
瞬
動
。
二
者
頭
上
花
萎
。

三
者
衣
受
塵
垢
。
四
者
腋
下
汗
出
。
五
者
不
楽
本
座
」と
い
う
よ
う
に
五
衰
の
順
番
お
よ
び
表
記
が
相
違
し
て
い
る
。
大
の
五
衰
相
に
つ
い
て
は
、

様
々
な
経
論
に
説
か
れ
る
が
、
法
崇
疏
に
完
全
に
一
致
す
る
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

90	

贍
部
と
は
、
梵
語jam

bu

の
音
写
語
で
、
フ
ト
モ
モ
科
に
属
す
る
樹
木
の
名
で
あ
る
（
学
名E

ugenia jam
bolana

、
和
名
ム
ラ
サ
キ
フ
ト
モ
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モ
）。
七
月
頃
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
よ
り
も
少
し
大
き
い
紫
黒
色
、
楕
円
形
の
果
実
を
つ
け
、
生
食
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。

91	

世
親
造
・
玄
奘
訳
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
九
巻
五
八
頁
上
段
）
か
ら
の
抄
出
。

92	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
の
忉
利
天
品
（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
九
六
頁
中
段
～
下
段
）
の
取
意
か
。
同
箇
所
で
は
、
四
洲
の
人
の
身
長
や

寿
命
等
が
説
か
れ
る
が
、
そ
の
数
値
に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
。

93	

地
婆
訶
羅
訳
『
最
勝
仏
頂
陀
羅
尼
浄
除
業
障
呪
経
』
で
は
、
善
住
天
子
が
七
返
畜
生
の
身
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
と
し
て
過
去
の
因
縁

譚
を
明
か
し
て
い
る
（『
大
正
蔵
経
』
二
九
巻
五
八
頁
上
段
）。
善
住
天
子
は
、
過
去
世
に
お
い
て
バ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
の
婆
羅
門
の
元
に
生
ま
れ

た
が
、
父
は
早
逝
し
た
た
め
、
母
が
独
り
で
養
育
し
た
と
い
う
。
そ
の
暮
ら
し
は
大
変
貧
し
く
、
食
事
も
滞
り
が
ち
で
、
飢
渇
し
た
子
は
母
に

対
し
て
瞋
心
を
起
こ
し
、「
母
は
畜
生
に
す
ら
及
ば
な
い
」
等
と
悪
言
を
吐
い
た
と
さ
れ
る
。

94	

前
の
十
段
に
分
け
た
箇
所
で
は
「
具
知
所
受
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
高
基
本
・
卍
続
蔵
本
・
大
正
蔵
本
い
ず
れ
も
「
其
知
所
受
」
と
し
相

違
し
て
い
る
。
訓
読
に
あ
た
り
、
前
者
に
な
ら
い
「
具
知
所
受
」
に
改
め
た
。

95	

龍
樹
造
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
に
は
、「
邪
慢
縁
の
故
に
驢
・
猪
・
駱
駝
の
中
に
受
生
す
」（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻
一
七
五
頁
上
段
）
と

い
う
類
文
が
見
ら
れ
る
。『
大
智
度
論
』
の
続
き
で
は
、
様
々
な
煩
悩
や
悪
心
に
対
応
さ
せ
る
形
で
、
種
々
の
畜
生
身
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

96	

こ
こ
で
は
『
提
謂
経
』
よ
り
四
文
が
連
続
し
て
引
用
さ
れ
る
が
、い
ず
れ
の
文
も
牧
田
諦
亮
氏
に
よ
る
翻
刻
等
に
は
未
収
録
で
あ
る
。
拙
論
「
法

崇
述
『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』
訳
注
㈠
」（
二
〇
二
二
年
『
川
崎
大
師
教
学
研
究
所
紀
要
』
七
）
参
照
。

97	

鳩
摩
羅
什
訳
『
妙
法
蓮
華
経
』（『
大
正
蔵
経
』
九
巻
一
五
頁
下
段
）
か
ら
の
抄
出
。『
法
華
経
』
あ
る
い
は
法
華
の
行
人
を
誹
謗
す
る
者
は
、
そ

の
報
い
と
し
て
死
後
、
ま
ず
阿
鼻
地
獄
に
生
ま
れ
、
次
い
で
畜
生
界
に
お
い
て
狗
お
よ
び
野
干
の
身
を
受
け
る
と
説
か
れ
る
。

98	

『
妙
法
蓮
華
経
』
に
類
文
は
見
当
た
ら
な
い
。

99	

野
干
身
と
は
、
ジ
ャ
ッ
カ
ル
（ß˚gåla

）
の
類
で
あ
っ
た
が
、
中
国
・
日
本
で
は
狐
の
類
と
解
さ
れ
た
。

100	

龍
樹
造
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
に
は
、「
善
人
を
軽
慢
す
る
が
故
に
鶏
・
狗
・
野
干
等
の
身
を
受
く
」（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻
一
七
五
頁

上
段
）
と
い
う
類
文
が
見
ら
れ
る
。
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101	

郭
朴
（
二
七
六
～
三
二
四
）
と
は
、
ま
た
の
名
を
郭
璞
と
い
う
。
東
晋
代
に
活
躍
し
た
文
人
で
あ
り
、『
爾
雅
』『
山
海
経
』
等
に
注
を
施
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
。

102	

郭
璞
注
『
爾
雅
』
中
に
野
干
（
野
犴
）
に
関
す
る
記
載
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

103	
軽
躁
と
は
落
ち
着
き
が
な
く
、
軽
は
ず
み
に
騒
ぐ
こ
と
。
短
促
と
は
慌
た
だ
し
い
こ
と
。

104	

龍
樹
造
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
に
は
、「
慳
貪
嫉
妬
・
軽
躁
短
促
の
故
に
獼
猴
・S

玃
・
熊
羆
の
形
を
受
く
」（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻

一
七
五
頁
上
段
）
と
い
う
類
文
が
見
ら
れ
る
。

105	

獼
猴
と
は
大
猿
の
こ
と
。

106	

蟒
蛇
と
は
大
蛇
の
こ
と
。

107	

龍
樹
造
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
に
は
、「
瞋
恚
偏
多
に
し
て
毒
蛇
・
蝮
蝎
・
蚑
蜂
・
百
足
・
含
毒
の
虫
を
受
く
」（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻

一
七
五
頁
上
段
）
と
い
う
類
文
が
見
ら
れ
る
。

108	

『
爾
雅
』
と
は
、
紀
元
前
二
世
紀
頃
に
成
立
し
た
と
目
さ
れ
る
撰
者
不
詳
の
字
書
。
漢
字
を
意
味
に
よ
り
十
九
部
に
分
け
て
釈
し
、
全
三
巻
よ
り

成
る
。

109	

『
続
修
四
庫
全
書
』
一
八
五
（
経
部
・
小
学
類
）
二
四
頁
上
段
（
郭
璞
注
『
爾
雅
』
下
巻
・
釈
魚
第
十
六
）。

110	

『
続
修
四
庫
全
書
』
一
八
五
（
経
部
・
小
学
類
）
二
四
頁
上
段
（
郭
璞
注
『
爾
雅
』
下
巻
「
釈
魚
第
十
六
」）。
同
書
の
「
蟒
王
蛇
」
と
い
う
本
文

に
つ
い
て
、「
蟒
蛇
最
大
者
故
曰
王
蟒
」
と
い
う
割
注
を
付
し
て
い
る
。

111	

龍
樹
造
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』（『
大
正
蔵
経
』
二
五
巻
一
七
五
頁
上
段
）
の
取
意
か
。

112	

龍
樹
造
・
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
中
に
は
、「
欲
界
の
天
の
衣
は
、
樹
辺
よ
り
生
じ
て
縷
無
く
織
無
し
。
譬
え
ば
薄
冰
の
如
し
」（『
大
正
蔵

経
』
二
五
巻
三
一
〇
頁
中
段
）
と
類
似
す
る
記
載
が
見
ら
れ
る
が
、
欲
界
全
体
の
天
衣
の
記
載
と
な
っ
て
い
る
。

113	

『
大
楼
炭
経
』
の
忉
利
天
品
中
に
、「
忉
利
天
人
の
本
身
長
は
四
十
里
、衣
の
広
は
八
十
里
、長
は
四
十
里
、衣
の
重
は
七
銖
半
な
り
」（『
大
正
蔵
経
』

一
巻
二
九
六
頁
中
段
）
と
い
う
類
似
し
た
記
載
が
見
ら
れ
る
が
、
衣
の
重
量
が
一
銖
分
相
違
し
て
い
る
。
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114	

法
立
・
法
炬
訳
『
大
楼
炭
経
』
の
忉
利
天
品
（『
大
正
蔵
経
』
一
巻
二
九
四
頁
下
段
）
に
は
、
四
園
中
に
瓔
珞
樹
が
生
え
る
と
の
記
載
が
あ
り
、

続
き
で
は
（
同
二
九
七
頁
下
段
）
に
は
瓔
珞
樹
よ
り
、
瓔
珞
を
取
り
出
す
旨
の
こ
と
が
説
か
れ
る
が
表
現
は
や
や
相
違
す
る
。

115	
『
提
謂
経
』
か
ら
の
引
用
と
さ
れ
る
が
、
牧
田
諦
亮
氏
に
よ
る
翻
刻
等
に
は
未
収
録
で
あ
る
。
法
崇
疏
の
続
き
で
は
、
再
度
、「
提
謂
経
曰
。
行

道
七
匝
者
。
以
応
七
覚
分
度
七
世
父
母
也
」（『
大
正
蔵
経
』
三
九
巻
一
〇
三
七
頁
中
段
）
と
い
う
文
が
引
用
さ
れ
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
法
崇
、『
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
教
迹
義
記
』、『
大
楼
炭
経
』、『
金
剛
般
若
経
疏
』、須
弥
山
、忉
利
天
（
三
十
三
天
）、地
婆
訶
羅
（
日
照
）
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